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日本のひなた宮崎国スポ・障スポ日向市実行委員会

常任委員会の委員変更

日本のひなた宮崎国スポ・障スポ日向市実行委員会会則第 12 条第８項の規定に基づき、副委員長

及び常任委員を変更しましたので報告します。

（敬称略）

１ 副委員長

２ 常任委員

所属団体・役職名 新任者 前任者

日向商工会議所 会頭 安藤 公一 三輪 純司

日向市議会 議長 日髙 和広 松葉 進一

日向市 教育長 三樹 和幸 今村 卓也

所属団体・役職名 新任者 前任者

日向市議会 副議長 小林 隆洋 日髙 和広

宮崎県バレーボール協会 会長 相星 正人 寺村 明之

日向地区小学校体育連盟 会長 馬場 康年 原口 靖

日向市小学校校長会 会長 山元 雅彦 平田 哲

日向市中学校校長会 会長 山之口 雅彦 横山 博章

宮崎県県立学校長協会 日向地区理事 西國原 総代 鬼束 美和

社会福祉法人 日向市社会福祉協議会 会長 瀧井 修 黒木 正一
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競技 種別 参加数 競技日程 備考

［デモスポ］
サーフィン

【予定】
スペシャルクラス
オープンクラス
ビギナークラス
レディースクラス

【予定】
100名程度

令和9年6月13日（日）【１日間】
サーフィン教室も実施予定

バレーボール
（ビーチバレーボール）

少年男子
少年女子

男女各24チーム 令和9年9月9日（木）～12日（日）【４日間】

ソフトボール
少年男子
少年女子

男女各13チーム 令和9年9月27日（月）～29日（水）【３日間】
［練習会場］
大王谷運動公園野球場、富島高校、日向工業高校、
東郷グランド、富島中学校、財光寺中学校

バスケットボール
少年男子
少年女子

男女各24チーム
令和9年10月1日（金）～5日（火）【５日間】
※日向市総合体育館（少年女子）は10月3日～5日のみ実施
※宮崎県立日向高等学校体育館（少年女子）は10月1日～2日のみ実施

［練習会場］
日向中学校、大王谷学園、東郷学園、平岩小中学校、
財光寺南小学校、日知屋東小学校

軟式野球 成年男子 全32チーム
令和9年10月2日（土）～5日（火）【４日間】
※10月3日は日向市での開催なし

［練習会場］
大王谷運動公園野球場

［障スポ］
ブラインドベースボール

身体 全7チーム
【予定】
令和9年10月23日（土）～24日（日）【２日間】

令和8年3月頃に正式決定

競技（種別） 競技会場 参加数 競技日程 備考

バレーボール
（ビーチバレーボール）

お倉ケ浜海岸特設会場 男女各24チーム 令和8年6月27日（土）～28日（日）

ソフトボール お倉ケ浜総合公園野球場 全32チーム
令和8年9月12日（土）～14日（月）【予備日：9月15日（火）】
※9月14日は宮崎市のみで実施

［練習会場］
お倉ケ浜総合公園運動広場

軟式野球 お倉ケ浜総合公園野球場 全27チーム
令和8年10月31日（土）～11月2日（月）【予備日：11月3日（火）】
※11月2日は延岡市のみで実施

［練習会場］
大王谷運動公園野球場

バスケットボール
日向市総合体育館
宮崎県立日向高等学校体育館

男女各24チーム
令和9年2月19日（金）～21日（日）
※2月21日は日向市総合体育館のみで実施

ブラインドベースボール
（身体）

お倉ケ浜総合公園運動広場
【予定】
全6チーム

令和9年6月12日（土）～13日（日）

本大会及び競技別リハーサル大会の日程

（１）日本のひなた宮崎国スポ・障スポ
≪日程順≫

競技会場

お倉ケ浜海水浴場

お倉ケ浜海岸特設会場

お倉ケ浜総合公園野球場（少年男子）
お倉ケ浜総合公園運動広場（少年男・女）
お倉ケ浜総合公園第２多目的広場（少年女子）

日向市総合体育館（少年男・女）
宮崎県立日向高等学校体育館（少年女子）
※少年女子は美郷町と共催

お倉ケ浜総合公園野球場
※延岡市、門川町、西都市、高鍋町及び川南町と共催

お倉ケ浜総合公園運動広場

（２）日本のひなた宮崎国スポ・障スポ 競技別リハーサル大会
≪日程順≫

大会名

第12回 全九州ビーチバレーボールジュニア選手権（岩崎杯）大会

皇后杯 第78回全日本総合女子ソフトボール選手権大会
※宮崎市及び延岡市と共催

第30回 西日本軟式野球選手権大会
※延岡市、門川町、西都市、高鍋町及び川南町と共催

第57回 全九州高等学校バスケットボール春季選手権大会
※都城市で男子、日向市及び美郷町で女子を共催

令和9年度 全国障害者スポーツ大会 九州ブロック予選会
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ビーチバレーボール
（長浜市）

草
津
市

守
山
市

大
津
市

長
浜
市

近江八幡市

バスケットボール
（大津市、草津市）

総務企画、広報、おもてなし
（野洲市、栗東市、大津市、草津市）

軟式野球
（東近江市、甲賀市
　近江八幡市、日野町
　守山市、草津市）

東近江市

日野町

野
洲
市

栗
東
市

高島市

甲賀市

ソフトボール
（高島市、草津市）
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総務企画（環境に配慮した県全体の取り組み）　

マイボトル持参の呼びかけ リサイクル食器の活用

リサイクル金属でのメダル作成 琵琶湖の葦(ヨシ)を活用した帽子

ウォーターサーバーの設置

再生繊維100％スタッフウェア

5



総務企画（協賛品、学校観戦、市民運動）　

協賛社名入り庁舎装飾（守山市） 協賛のぼり旗（守山市） 協賛公用車（栗東市）

学校応援の様子（長浜市） 手作り応援のぼり旗（草津市） 園児の手形による応援メッセージ
（野洲市）

6



広報（カウントダウン装飾、駅構内装飾、商店街等）　

カウントダウン装飾（守山市） ラッピング電車（長浜市） 駅構内の装飾（大津市）

商店街に設置された横断幕
（草津市）

ラッピングポスト（守山市） 開催競技体験コーナー（大津市）
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おもてなし（花いっぱい運動、地元特産を使用した斡旋弁当）

近江米、近江牛を使用した弁当
（大津市）

クリーンアップ運動（草津市）

副賞の近江米（守山市）

花いっぱい運動（長浜市）信楽焼おもてなしオブジェ
（甲賀市）

スタンプラリーの開催（草津市）
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おもてなし（歓迎装飾、ふるまい、観光案内）

草津駅 総合案内所の設置 草津駅前ロータリー歓迎装飾 無料ドリンクの配布（大津市）

JA婦人部によるふるまい
（栗東市)

会場内 観光PRブースの設置
（大津市）

会場内歓迎装飾（草津市）
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競技式典（監督・代表者会議・審判員会議・競技役員講習会）

【バスケットボール】(大津市)
Web開催による代表者会議の様子

【ビーチバレーボール】(長浜市)
　競技役員講習会の様子

【軟式野球】(東近江市)
　監督会議の様子

【ソフトボール】(守山市)
　審判員会議の様子

【ビーチバレーボール】（長浜市）
　代表者会議（選手宣誓）

【ソフトボール】（守山市）
　監督会議の様子

10



競技式典（競技役員の様子）　

【バスケットボール】（草津市）
　競技会場設営の様子

【ビーチバレーボール】(長浜市)
　場内放送の様子

【ソフトボール】(草津市)
　記録本部の様子

【ビーチバレーボール】(長浜市)
　記録本部内の機器関係

【軟式野球】（日野町）
　競技進行や審判配置の管理

【軟式野球】(東近江市)
　表彰式典の様子

11



競技式典（実行委員会の様子）　

【ソフトボール】(草津市)
　実施本部の様子

【バスケットボール】(大津市)
　実施本部打ち合わせの様子

【ソフトボール】(草津市)
本部内設置のホワイトボード

【ソフトボール】(草津市)
　実施本部内の備品

【ビーチバレーボール】（長浜市）
　表彰式典の準備

【バスケットボール】（草津市）
　表彰式典の準備

12



競技式典（競技補助員(高校生)、競技会ボランティア）　

【軟式野球】(日野町)
　豪雨の中でのグラウンド整備の様子

【ビーチバレーボール】(長浜市)
　炎天下の中での点示の様子

【ソフトボール】(高島市)
都道府県プラカード持ちの様子

【軟式野球】(草津市)
　弁当配布の様子

【軟式野球】(東近江市)
　無料ドリンク配布の様子

【ソフトボール】(高島市)
　環境美化活動の様子

13



競技式典（競技会係員(市職員)）　

【バスケットボール】(草津市)
　総合案内の様子

【軟式野球】(東近江市)
　観光PRの様子

【ソフトボール】(草津市)
　消防・警備巡回の様子

【ソフトボール】(草津市)
　救護係の様子

【ソフトボール】(草津市)
　学校・園児観戦対応の様子

【軟式野球】(甲賀市)
　駐車場整理の様子

14



競技式典（表彰式・競技会場の設営）　

【バスケットボール】(草津市)
　優勝・準優勝表彰の様子

【軟式野球】(東近江市)
　優勝・準優勝表彰の様子

【ビーチバレーボール】(長浜市)
　宮崎県代表チーム３位表彰の様子

【ソフトボール】(草津市)
　ダッグアウトの設置

【軟式野球】(日野町)
　実施本部用プレハブの設置

【軟式野球】(近江八幡市)
　一般休憩所の設置

15



競技式典（競技会場の設営・大会案内看板）　

【バスケットボール】(草津市)
　センターサークルのシーリング

【ビーチバレーボール】(長浜市)
　シャワー室の設置

【ビーチバレーボール】(長浜市)
　選手用仮設トイレの設置

【バスケットボール】(大津市)
　大会看板の設置

【軟式野球】(日野町)
　トーナメント表看板の設置

【ソフトボール】(守山市)
　会場誘導看板の設置
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【栗東市】
弁当を冷蔵車から出す様子

食品衛生・医療救護・環境衛生　

【大津市】
会場内清掃の様子①

【大津市】
会場内設置のゴミ箱

【大津市】
斡旋弁当パッケージ

【近江八幡市】
救護室内と救護用品②

【守山市】
救護用医薬品等一覧兼管理簿

17



輸送交通・消防警備

【守山市】
駅前シャトルバス乗降所

【栗東市】
乗降所看板 時刻表２次元コード

【栗東市】
HP　会場へのアクセスの案内

【長浜市】
学校観戦用貸切バス

【草津市】
輸送係員控所（輸送計画表）

【大津市】
駐車場の案内表示看板

18



【草津市】
消防査察スケジュール

【草津市】
消防と会場スタッフ打合せの様子

【大津市】
会場内巡回の様子

【甲賀市】
駐車場入り口の警備員

【草津市】
競技会場内の警備員

【守山市】
球場内関係者入り口の警備員

輸送交通・消防警備

19



【軟式野球】(近江八幡市)
　手荷物検査・金属探知機検査の実施

【軟式野球】(近江八幡市)
　皇族・警備関係者の車両

【バスケットボール】(草津市)
　特別警戒実施看板の設置

【軟式野球】(近江八幡市)
　ロイヤルボックスの設置

【バスケットボール】(大津市)
　お成りの際の皇族専用のルート

【草津市】
おもてなしエリア閉鎖の様子

行幸啓・お成り　

20
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日本のひなた宮崎 国スポ・障スポ
日向市実行委員会

第２回 常任委員会

「報告第４号 配宿業務の進捗状況」
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■配宿業務について

日本のひなた宮崎 国スポに参加する選手・監督、役員、視察員、報道員及びその他関係者の配宿(参加者や関係者の宿泊施設を

適切に割り振ること）について、日本のひなた宮崎 国スポ・障スポ実行委員会及び会場地市町村実行委員会は、合同配宿の体制を

整備して宿泊施設を一元管理するとともに、一括して配宿を行うことにより、業務の省力化と経費削減を図り、効率的かつ円滑に

配宿業務を実施する。 

大
会
参
加
者
（一
般
観
覧
者
は
除
く
）

宿

泊

施

設

合同配宿本部

県実行委員会

配宿センター（受託事業者）

会場地市町村実行委員会

連絡・調整

連絡・調整

①宿泊申込書発送

④決定通知書送付

②宿泊申込み

苦情問合せ対応

③配宿調整・決定

苦情問合せ対応

 国スポ 合同配宿業務概要
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 今後の配宿業務の委託内容（予定）

R7年度（開催２年前）
配宿システムの仕様設計

宿泊施設実態調査

第２次仮配宿計画の作成

宿泊施設の客室確保

宿舎説明会の実施

宿舎施設別適用宿泊料金（案）
の設定

負け帰り対策の提案

R８年度（開催１年前）
配宿システムの設計修正

宿泊施設実態調査の補完調査

第３次仮配宿計画の作成

客室確保及び食事対策

宿舎説明会の実施

宿舎施設別適用宿泊料金の決定
及び各施設との協定書の締結

配宿センターの設置準備

R９年度（開催年度）
配宿システムの運用

宿泊施設実態調査の補完調査

宿泊意向調査の実施

最終仮配宿計画の作成

宿舎説明会の実施

宿舎施設別適用宿泊料金の決定
及び各施設との協定書の締結

本配宿業務

配宿センターの設置準備
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６．日向市 (仮称)日向市総合体育館、宮崎県立日向高等学校体育館 期日10/1∼/5 （人数）

区分 (共同開催地) 競技実施要項 9/22
(水)

9/23
(木)

9/24
(金)

9/25
(土)

9/26
(日)

9/27
(月)

9/28
(火)

9/29
(水)

9/30
(木)

10/1
(金)

10/2
(土)

10/3
(日)

10/4
(月)

10/5
(火)

10/6
(水) 合計

成年男子　選手・監督 (2.都城市) 先催県配宿実績数 0
成年女子　選手・監督 (2.都城市) 先催県配宿実績数 0
少年男子　選手・監督 312名：(監1・選12)×24T 先催県配宿実績数 0 0 0 0 0 0 34 174 417 418 418 402 318 213 0 2,394
少年女子　選手・監督 (20.美郷町) 312名：(監1・選12)×24T 先催県配宿実績数 0 0 0 0 0 0 16 211 416 417 416 378 309 158 0 2,321

少女：6.日向市と20.美郷町に重複して記載 計 0 0 0 0 0 0 50 385 833 835 834 780 627 371 0 4,715
競技会役員 (2.都城市) （2025年度実施 調査票） 宿泊想定数 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 80
競技役員（県内） (2.都城市) （2025年度実施 調査票） 宿泊想定数 0 0 0 0 0 0 0 25 25 25 25 25 25 25 25 200
競技役員（県外） (2.都城市) （2025年度実施 調査票） 宿泊想定数 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 40

計 0 0 0 0 0 0 0 40 40 40 40 40 40 40 40 280
合計 0 0 0 0 0 0 50 425 873 875 874 820 667 411 40 4,995

６．日向市 お倉ヶ浜総合公園野球場 期日10/2∼/5 （人数）

区分 (共同開催地) 競技実施要項 9/22
(水)

9/23
(木)

9/24
(金)

9/25
(土)

9/26
(日)

9/27
(月)

9/28
(火)

9/29
(水)

9/30
(木)

10/1
(金)

10/2
(土)

10/3
(日)

10/4
(月)

10/5
(火)

10/6
(水) 合計

成年男子　選手・監督 512名：(監1・選15)×32T 先催県配宿実績数 0 0 0 0 0 0 0 98 459 710 711 711 677 375 0 3,565
6.日向市 1/６市町 先催県配宿実績数 0 0 0 0 0 0 0 17 77 119 119 119 113 63 0 593
共同開催地(3.延岡市、8.西都市、14.高鍋町、17.川南町、19.門川町） 先催県配宿実績数 0

先催県配宿実績数 0
競技日程によらず均等6分割で掲載 計 0 0 0 0 0 0 0 17 77 119 119 119 113 63 0 593

競技会役員 (19.門川町) （2025年度実施 調査票） 宿泊想定数 0
競技役員（県内） (19.門川町) （2025年度実施 調査票） 宿泊想定数 0
競技役員（県外） （2025年度実施 調査票） 宿泊想定数 0

※3.延岡市に記載 計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 0 0 0 0 17 77 119 119 119 113 63 0 627

６．日向市 お倉ヶ浜総合公園野球場･運動広場･第2多目的広場 期日9/27∼/29 （人数）

区分 (共同開催地) 競技実施要項 9/22
(水)

9/23
(木)

9/24
(金)

9/25
(土)

9/26
(日)

9/27
(月)

9/28
(火)

9/29
(水)

9/30
(木)

10/1
(金)

10/2
(土)

10/3
(日)

10/4
(月)

10/5
(火)

10/6
(水) 合計

成年男子　選手・監督 (3.延岡市、19.門川市) 先催県配宿実績数 0
成年女子　選手・監督 (1.宮崎市) 先催県配宿実績数 0
少年男子　選手・監督 182名：(監1・選13)×13T 先催県配宿実績数 0 0 20 139 225 225 225 54 0 0 0 0 0 0 0 888
少年女子　選手・監督 182名：(監1・選13)×13T 先催県配宿実績数 0 0 0 109 223 223 223 33 0 0 0 0 0 0 0 811

計 0 0 20 248 448 448 448 87 0 0 0 0 0 0 0 1,699
競技会役員 （2025年度実施 調査票） 宿泊想定数 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
競技役員（県内） (1.宮崎市、3.延岡市)（2025年度実施 調査票） 宿泊想定数 0 0 0 0 63 63 63 0 0 0 0 0 0 0 0 189
競技役員（県外） （2025年度実施 調査票） 宿泊想定数 0 0 0 0 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 27

計 0 0 0 0 73 73 73 0 0 0 0 0 0 0 0 219
合計 0 0 20 248 521 521 521 87 0 0 0 0 0 0 0 1,918

会場地

競技名

会場地

競技名

会場地

競技名

バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル

軟
式
野
球

ソ
フ
ト
ボ
ー
ル

 本市における宿泊ピーク時の想定人数
■国スポ期間中の県内の宿泊想定人数：延べ約14万人 ■県内の1日の最大配宿見込想定：約16,000名(10/2)
■日向市では｢バスケットボール｣｢軟式野球｣の大会期間が重なる 10/1(金)と10/2(土)がピーク (約1,000人)と想定
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日向市内の宿泊施設からの宿泊提供数   ・・・8施設 最大447人

ピーク時の宿泊想定数に対しての充足率・・・約45％

充足率が低くなっている主な要因（委託事業者からの中間報告時）
   「各競技の宿泊方針の未決定」・「フェニックスリーグとの開催期間重複」・「宿泊料金の未確定」等

今後の方針
  本年度末までに県実行委員会から示される第２次仮配宿計画を踏まえ、合同配宿本部を構成する
  県実行委員会及び受注業者（配宿センター）と緊密に連携を図り、客室充足率のアップに向けて
  必要な対策を迅速に講じていく。

 「客室提供票」の回答状況

■「宿泊提供票」の回答状況

【市内配宿】 9/22
(水)

9/23
(木)

9/24
(金)

9/25
(土)

9/26
(日)

9/27
(月)

9/28
(火)

9/29
(水)

9/30
(木)

10/1
(金)

10/2
(土)

10/3
(日)

10/4
(月)

10/5
(火)

10/6
(水) 合計

宿泊提供数計 0 0 340 339 444 444 444 444 444 444 444 447 444 444 135 5,257
配宿想定数 0 0 20 248 521 521 571 529 950 994 993 939 780 474 40 7,540

差 0 0 320 91 ▲ 77 ▲ 77 ▲ 127 ▲ 85 ▲ 506 ▲ 550 ▲ 549 ▲ 492 ▲ 336 ▲ 30 95 ▲ 2,283

充足率 1700.0
%

136.7
% 85.2% 85.2% 77.8% 83.9% 46.7% 44.7% 44.7% 47.6% 56.9% 93.7% 337.5

% 44.7%
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日本のひなた宮崎国スポ・障スポ日向市実行委員会

第２回総務企画専門委員会における付託及び委任事項

令和８年１月８日に開催した総務企画専門委員会において、次の事項を審議決定し

ました。

１ 日向市識別用品整備要項（案）

２ 日向市遺失物・拾得物取扱要項（案）

３ 日向市保険加入要項（案）

４ 日向市リハーサル大会ボランティア業務計画（案）

５ 日向市歓迎装飾・おもてなし実施要項（案）

６ 日向市案内所・休憩所設置運営要項（案）

７ 日向市売店設置運営要項（案）

27
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日本のひなた宮崎国スポ・障スポ

日向市識別用品整備要項（案）

１ 趣旨

この要項は、「日本のひなた宮崎国スポ」（以下「国スポ」という。）において、本

市で開催する競技会の円滑な運営を図るため、競技役員等の識別用品について必要な

事項を定める。

２ 整備品目

識別用品として整備する品目は次のとおりとする。

（１）ＡＤカード

（２）服飾品

（３）その他運営に必要な識別用品

３ 配布対象者

識別用品の配布対象者は、次のとおりとする。ただし簡素化及び効率化を考慮して、

識別用品の一部のみの配布とすることができるものとする。

（１）大会役員

（２）競技役員

（３）競技補助員

（４）競技会係員

（５）競技会補助員

（６）選手・監督

（７）医師・看護師

（８）報道員

（９）視察員

（10）大会関係者

（11）その他日本のひなた宮崎国スポ・障スポ日向市実行委員会（以下「実行委員会」

という。）が必要と認める者

４ 識別用品の着用

配布対象者は、原則として識別用品を着用しなければならない。
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５ 識別用品のデザイン

識別用品のデザインは、原則として実行委員会が指定するものとし、国スポに従事

する役員、係員等の識別を図ることができるものとする。

６ 識別用品整備委託

本市開催競技団体が、代替品目の整備を希望し、整備品目及びデザインについて、

実行委員会が必要と認めた場合は、当該競技団体へ識別用品の整備を委託することが

できるものとする。その場合、競技団体への委託料の単価については、実行委員会が

整備する服飾品の１人あたりの予算額（以下「予算単価」という。）を超えないもの

とし、１人あたりの実費と予算単価を比較して少ない額を適用するものとする。

７ 競技共催市町実行委員会との協議による整備

他市町実行委員会と共催で実施する競技に係る識別用品については、当該実行委員

会と協議の上、整備するものとする。

８ その他

（１）本市で開催する競技別リハーサル大会における識別用品整備については、必要に

応じてこの要項を準用する。

（２）この要項に定めるもののほか、識別用品の整備について必要な事項は、別に定め

る。
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日本のひなた宮崎国スポ・障スポ

日向市遺失物・拾得物取扱要項（案）

１ 趣旨

この要項は、遺失物法（平成１８年法律第７３号）に基づき、「日本のひなた宮崎国

スポ」において、日本のひなた宮崎国スポ・障スポ日向市実行委員会（以下「実行委

員会」という。）が占有する競技会場、練習会場、駐車場等で、遺失物及び拾得物の届

出があった場合の取扱いについて、必要な事項を定める。

２ 取扱い及び保管

（１）遺失物及び拾得物の届出先は、各競技会場の受付案内所とし、日本のひなた宮崎

国スポ・障スポ日向市実施本部（以下「実施本部」という。）の受付案内係が取扱

業務及び一時保管を行うものとする。

（２）実施本部受付案内係は、その日の業務終了までに落とし主が判明しない場合は、

各競技会場の実施本部総務係に引き継ぐものとする。

（３）実施本部総務係は、引き継いだ拾得物を盗難、紛失等の事故がないよう、あらか

じめ定められた保管場所に保管する。ただし、貴重品については、速やかに実行委

員会に引き継ぐものとする。

（４）競技会終了後の遺失物及び拾得物の取扱いは、実行委員会において行う。

３ 届出の処理

（１）拾得物の届出を受けた場合は、拾得物受理書（様式第１号）に必要事項等を記入

の上、拾得者に対して拾得物受理書（控え）を交付するとともに、拾得物一覧簿（様

式第２号）に記入し、拾得物に拾得物個票（様式第３号）を貼付けして一時保管す

る。

（２）遺失物の届出を受けた場合は、遺失物届出書（様式第４号）の提出を受け、遺失

者に対し、遺失物届出を受理した旨を伝え、届出番号を教示するとともに、遺失物

一覧簿（様式第５号）に必要事項を記入の上、拾得物一覧簿（様式第２号）と照合

し、該当する物件がなかった場合は、当該遺失者に対して、所轄警察署に届け出る

よう説明する。

４ 遺失物の返還及び拾得者への通知

（１）遺失者に遺失物を返還する場合は、運転免許証等で遺失者本人であることを確認

するとともに、遺失物受領書（様式第６号）を作成し、署名を受ける。
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（２）遺失者の代理人に遺失物を返還する場合は、運転免許証等で遺失者の代理人であ

ることを確認するとともに、遺失者に電話で確認の上、遺失物受領書（様式第６号）

を作成し、署名を受ける。

（３）拾得者が報労金請求権を取得した場合は、実行委員会が拾得物返還通知書（様式

第８号）を作成し、拾得者に通知する。

５ 拾得物の引継ぎ及び警察署への提出等

（１）実施本部総務係長は、競技会終了までに遺失者が判明しない場合は、拾得物を実

行委員会に引き継ぐ。ただし、実施本部総務係長は、拾得の翌日から起算して７日

以内に所轄警察署に引き継ぐ必要があるため、この時期を失しないように留意する。

（２）実行委員会は、実施本部総務係長から引き継いだ遺失者が判明しない拾得物を、

拾得の翌日から起算して７日以内に、拾得物届出書（様式第９号）を添えて所轄警

察署に引き継ぐ。

（３）実行委員会は、拾得物を所轄警察署に引き継いだ後に、遺失の申し出があった場

合は、所轄警察署に引き継いだ旨を申出者に、遺失の申し出があった旨を所轄警察

署に伝える。

６ その他

（１）本市で開催する競技別リハーサル大会における遺失物・拾得物の取扱いについて

は、必要に応じてこの要項を準用する。

（２）この要項に定めるもののほか、遺失物・拾得物の取扱いについて必要な事項は、

別に定める。

（３）第２６回全国障害者スポーツ大会における遺失物・拾得物の取扱いについては県

と協議の上決定し、実施する場合はこの要項を準用する。
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様式第１号 競技名（種別） 受理会場

拾 得 物 受 理 書

※太枠内部分は、原則、拾得者に記入していただくこと（自署については必ず本人記入とする。）。

受 理 番 号 第 号

受 理 日 時 年 月 日（ ） 時 分

拾 得 日 時 年 月 日（ ） 時 分頃

拾 得 場 所

拾得者

住 所
〒

氏 名
フリガナ

電話
自宅

日中連絡先

物

件

現

金

総 額 金 額 内 訳

円

金種 数 金種 数 金種 数 金種 数 金種 数

10,000円 5,000円 2,000円 1,000円 500円

100円 50 円 10 円 5 円 1 円

物

品

種 類 特徴等（形状・模様・材質等） 点 数

権利放棄

の意思

上記の物件に対する
□ 一切の権利を放棄します。 □ 権利を放棄しません。
□ 費用を請求する権利を放棄します。
□ 報労金の請求権を放棄します。
□ 所有権を取得する権利を放棄します。

年 月 日

日本のひなた宮崎国スポ・障スポ

日向市実行委員会 会長 殿

拾得者氏名 （自署）

氏名等告知の同意
遺失者に対して氏名・住所・電話番号を告知することの同意

□ 有 □ 無

拾得物返還通知書の希望
拾得物件を遺失者に返還した旨の通知を受けることの希望

□ 有 □ 無 ※一切の権利を放棄する場合以外に記入

拾得者の権利 □ 有権 □ 棄権 □ 失権 □ 無権

備 考
上記の物件を預かりました。

年 月 日

日本のひなた宮崎国スポ・障スポ

日向市実行委員会 会長

拾得取扱担当者氏名 （自署）

※拾得取扱担当者氏名がないものは無効
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注意事項

１ この拾得物受理書（写し）は、日本のひなた宮崎国スポ・障スポ日向市実行委員会及び日

向警察署から通知があった場合、確認に必要ですから紛失しないように大切に保管してく

ださい。

２ 拾得者は、物件の交付、提出又は保管に要した費用がある場合、その費用を請求する権利

があります（権利放棄された方は該当しません）。

３ 拾得者は、拾得物の評価額の５～２０％の２分の１の範囲内で報労金を受け取ることがで

きます（権利放棄された方は該当しません）。

４ 遺失者がわからないときは、本日から７日以内に日本のひなた宮崎国スポ・障スポ日向市

実行委員会から日向警察署へこの物件を提出します。なお、日向警察署への提出後、さら

に３か月を経過しても遺失者がわからないときは、あなたが所有権を取得できます（権利

放棄された方は、該当しません）。

ただし、個人情報の記録された物件については、所有権を取得することはできません。

５ 詳細につきましては、日向警察署へ問い合わせてください。あなたがこの物件を受け取る

ことができる期間は、日本のひなた宮崎国スポ・障スポ日向市実行委員会が日向警察署へ届

出した翌日から３か月を経過した日から２か月です。この期間を過ぎると所有権がなくな

りますので、ご注意ください。

６ 日向警察署の連絡先

◯ 所 在 地 〒883-0052 宮崎県日向市鶴町 2丁目 1-13

◯ 電話番号 0982-53-0110
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様式第２号 競技名（種別） 受理会場

拾 得 物 一 覧 簿

※ 受理番号については、拾得物受理書の受理番号と同一となるよう、競技開始日からの通し番号を記載してください。

受理

番号
受理日時 拾得日時 拾得場所

拾得物（種類及び特徴等） 拾得取扱担当者氏名

備 考

現 金
物 品

（形状・模様・材質等）
返還取扱担当者氏名

年 月 日

時 分

年 月 日

時 分頃

１ 返還済み

（日付 月 日）

２ 実行委員会引継ぎ

年 月 日

時 分

年 月 日

時 分頃

１ 返還済み

（日付 月 日）

２ 実行委員会引継ぎ

年 月 日

時 分

年 月 日

時 分頃

１ 返還済み

（日付 月 日）

２ 実行委員会引継ぎ

年 月 日

時 分

年 月 日

時 分頃

１ 返還済み

（日付 月 日）

２ 実行委員会引継ぎ

年 月 日

時 分

年 月 日

時 分頃

１ 返還済み

（日付 月 日）

２ 実行委員会引継ぎ
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様式第３号

拾 得 物 個 票

受理番号 第 号

受理日時
年 月 日

時 分

拾得日時
年 月 日

時 分頃

拾得者

物 件

現金

物品

拾得取扱担当者氏名
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様式第４号 競技名（種別） 受理会場

遺 失 物 届 出 書

※太枠内部分 は、原則、 遺失者に記 入していただくこと（自署については必ず本人記入とする。）。

※拾得物一覧簿（様式第２号）と照合し、該当する物件がなかった場合は、当該遺失者に対して、

日向警察署へ届け出るように説明すること。

届 出 番 号 第 号

届 出 日 時 年 月 日（ ） 時 分

遺 失 日 時 年 月 日（ ） 時 分頃

遺 失 場 所

遺失者

住 所 〒

フリガナ

氏 名

電 話 自 宅 （ ） 日中連絡先 （ ）

物 件

現 金 （総 額） 円

物 品

種 類 特徴等（形状・模様・材質等） 点 数

備 考

上記の旨について，誤りがないことに同意します。

年 月 日

日本のひなた宮崎国スポ・障スポ

日向市実行委員会 会長 殿

署名 （自署）

拾得物一覧簿（様式第２号）に該当する物件があった場合

返還取扱担当者氏名 拾得物受理番号 第 号

処 理
□ 遺 失 者 本 人 に 連 絡 年 月 日 時 分

□ 遺失者に返還（郵送の場合は着払い） 年 月 日 時 分

拾得者の氏名等告知

の同意がある場合
□ 拾 得 者 の 氏 名 等 告 知 年 月 日 時 分

拾得者が権利を

放棄しない場合

□ 拾 得 者 の 権 利 説 明 年 月 日 時 分

□ 拾得者への返還通知書の送付 年 月 日 時 分

□ 拾得者への返還通知希望無し
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様式第５号 競技名（種別） 受理会場

遺 失 物 一 覧 簿

※ 届出番号については、重複した番号とならないよう競技開始日からの通し番号で記載してください。

届出

番号
届出日時 遺失日時 遺失場所

物件（種類及び特徴等） 受理取扱担当者氏名

備 考

現 金 物 品
形状・模様・

材質等
返還取扱担当者氏名

年 月 日

時 分

年 月 日

時 分頃

１ 返還済み

（日付 月 日）

２ 実行委員会引継ぎ

年 月 日

時 分

年 月 日

時 分頃

１ 返還済み

（日付 月 日）

２ 実行委員会引継ぎ

年 月 日

時 分

年 月 日

時 分頃

１ 返還済み

（日付 月 日）

２ 実行委員会引継ぎ

年 月 日

時 分

年 月 日

時 分頃

１ 返還済み

（日付 月 日）

２ 実行委員会引継ぎ

年 月 日

時 分

年 月 日

時 分頃

１ 返還済み

（日付 月 日）

２ 実行委員会引継ぎ
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様式第６号 競技名（種別） 受理会場

遺 失 物 受 領 書

※太枠内部分は、原則、遺失者に記入していただくこと（自署については必ず本人

記入とする）。

拾得物受理番号 第 号

拾

得

物

件

現 金 金 円

物 品

種 類 特徴等（形状・模様・材質等）

上記の物件を受領しました。

年 月 日

日本のひなた宮崎国スポ・障スポ

日向市実行委員会 会長 殿

住 所 〒

氏 名

（自署）

電 話

（ ）

返還時本人確認方法
□ 運転免許証 □ 健康保険証 □ 個人番号カード

□ その他（ ）

返還取扱担当者氏名

38



様式第７号

年 月 日

日本のひなた宮崎国スポ・障スポ

日向市実行委員会 会長 殿

委 任 状

【代理人（受取りに来られる方）】

住 所 〒

氏 名

委任者との関係

わたしは上記を代理人と定め、遺失物の受取り及び拾得者への氏名・住所・電話番

号の告知の同意に係る一切の権限を委任します。

【委任者（頼む方）】

住 所 〒

氏 名 印

電 話 番 号 （ ）
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様式第８号

年 月 日

様

日本のひなた宮崎国スポ・障スポ

日向市実行委員会 会長

拾 得 物 返 還 通 知 書

年 月 日に、あなたから拾得の届出がありました物件（受理番

号 ）は、 年 月 日に遺失者へ返還しましたので通知いたします。

なお、遺失物法の規定によるあなたの権利等については下記のとおりです。

記

※遺失者に対し、速やかにあなたへ支払いをするよう説明してあります。

該当の有無 権 利 内 容 備 考

□ 費 用

物件の交付、提出又は保管に要した

（※）費用がある場合、その費用を請求で

きます。 物件が遺失者に返還された後１か月

□ 報労金

物件の価格の５％から 20％の２分

の１の範囲内に相当する額の報労金

を請求できます。

を経過したときは、請求することが

できません。

所有権

日向警察署へ物件を提出後、３か月 遺失者が判明したため、取得できま

を経過しても遺失者が判明しない場 せん。

合、その所有権を取得できます。

□
権利の放棄、喪失等により、いずれの権利もあ

りません。

日本のひなた宮崎国スポ・障スポ 日向市実行委員会

所 在 地 〒883-0046 宮崎県日向市中町 3番 16 号

電話番号 0982-52-5901
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様式第９号

年 月 日

拾 得 物 届 出 書

警察署長 様

下記の物件を拾得したので届け出ます。なお、本市実行委員会は一切の権限を放棄します。

競技名（種別） 受理会場 会場住所

住所 日向市本町１０番５号

事務所名

代表者名

日本のひなた宮崎国スポ・障スポ

日向市実行委員会

会長

担当者氏名（自筆）

連絡先 0982-52-5901

拾得

受理番号

物件の種類及び特徴等
拾得者の氏名・住所等 権利等 拾得日時・場所 交付日時・場所 備考

現金（内訳） 物品

合計

円

氏名又は名称

住所又は所在地

電話番号その他連絡先

□有権

□費用請求権

□報労金

□所有権

□棄権

□失権

□無権

月 日

時 分頃

場所

月 日

時 分

場所
（金種内訳）

氏名等の告知の同意

□有 □無

合計

円

氏名又は名称

住所又は所在地

電話番号その他連絡先

□有権

□費用請求権

□報労金

□所有権

□棄権

□失権

□無権

月 日

時 分頃

場所

月 日

時 分

場所
（金種内訳）

氏名等の告知の同意

□有 □無
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日本のひなた宮崎国スポ・障スポ

日向市保険加入要項（案）

１ 趣旨

この要項は、「日本のひなた宮崎国スポ」(以下「大会」という。)において、日本の

ひなた宮崎国スポ・障スポ日向市実行委員会(以下「実行委員会」という。)が加入す

る保険について、必要な事項を定める。

２ 契約

実行委員会は、損害保険会社等と当該保険契約を締結する。

３ 保険内容

実行委員会は、必要に応じて損害賠償責任保険および傷害保険に加入するものとし、

保険の対象となる事故は、次の各号の掲げるとおりとする。

（１）損害賠償責任事故

大会期間中に第三者に対して損害を与え、かつ、被害者から損害賠償を求められ、

法律上の損害賠償責任を負う事故をいい、損害の種類により次に掲げるものに分類

する。

① 施設賠償事故

競技会場、練習会場、駐車場、案内所等および会場内外に設置する看板や仮設物

等、実行委員会が所有し、管理運営するものの不備または競技会運営上の過失か

ら生じた事故により、第三者の生命、身体、所有物に損害を与え、法律上の損害

賠償責任を負う事故をいう。

② 医師等賠償事故

実行委員会が管理運営する救護所等での医師または看護師等の医療行為および

看護業務等により、第三者の生命、身体に損害を与え、法律上の損害賠償責任を

負う事故をいう。

③ 生産物賠償事故

実行委員会が提供した飲食物に起因して、第三者に損害を与え、法律上の損害

賠償責任を負う事故をいう。

④ 受託物賠償事故

実行委員会が借り受けた第三者の財物を損壊させたことにより、法律上の損害

賠償責任を負う事故をいう。

⑤ 競技会補助員賠償責任事故

競技会補助員の活動中の偶然の事故に起因して第三者に損害を与えたことによ

り、法律上の損害賠償責任を負う事故をいう。

（２）傷害事故

大会役員、競技会役員、競技役員、競技補助員、競技会補助員、医師および看護

師等の大会従事者が、大会の開催準備業務もしくは開催業務に従事しているとき、
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または当該業務に従事するため自宅もしくは宿泊所を出てから帰宅するまでの往

復途上および会場間の移動中において発生した偶然の事故により、生命または身体

に生じた事故をいう。

４ 適用除外

前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事故については、保険の対象外とする。

（１）損害賠償責任事故

① 故意による事故

② 地震、台風等の天災による事故

③ その他保険約款上に定めのあるもの

（２）傷害事故

① 被保険者の故意による事故

② 地震、台風等の天災による事故

③ 保険対象者の疾病、心神喪失による事故

④ 保険対象者の自殺、犯罪行為による事故

⑤ その他保険約款上に定めのあるもの

５ 事故報告

（１）競技会係員は、大会期間中に事故が発生したときは、速やかに実行委員会に事故

報告書（様式第１号）を提出するものとする。

（２）実行委員会は、前項の報告を受理した場合は、速やかにその旨を保険会社に連絡

し、所定の手続きを行う。

６ その他

（１）この要項に定めのない事項は、当該保険契約に係る賠償責任保険普通保険約款、

傷害保険普通保険約款、特別約款および特約条項の定めるところによる。

（２）日向市で開催する競技別リハーサル大会における保険加入の取扱いについては、

必要に応じてこの要項を準用する。

（３）この要項に定めるもののほか、保険の加入について必要な事項は別に定める
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様式第１号

事 故 報 告 書
令和 年 月 日

日本のひなた宮崎国スポ・障スポ

日向市実行委員会 会長 様

報告者

【物損事故の場合】

【損害事故の場合】

事故発生日時 令和 年 月 日（ ） 時 分頃

事故発生場所

事故発生状況

（できるだけ詳しく）

被
害
物

被 害 物 名

被 害 状 況

被害物の写真 【有 ・ 無】 撮影者氏名

所
有
者

住 所

氏 名

Ｔ Ｅ Ｌ （ ） ―

負
傷
者

参 加 区 分

（該当を〇で囲む）

選手・監督・役員・競技補助員

競技会補助員・医師・看護師等・一般観覧者

その他（ ）

住 所

氏 名 年齢 歳

Ｔ Ｅ Ｌ （ ） ―

医
療
機
関

名 称

Ｔ Ｅ Ｌ （ ） ―

担 当 医 師

傷
害
内
容

傷 病 名

症状・程度など
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日本のひなた宮崎国スポ・障スポ

日向市リハーサル大会ボランティア業務計画（案）

１ 目的

この計画は、「日本のひなた宮崎国スポ・障スポ日向市民運動基本計画」に基づき、

本市で開催する競技別リハーサル大会（以下「リハーサル大会」という。）の運営に携

わる競技会運営ボランティア（以下「ボランティア」という。）の業務を定める。

２ 活動予定

ボランティアが活動を予定するリハーサル大会は、次のとおりとする。

３ 活動内容

ボランティアの活動内容は、日本のひなた宮崎国スポ・障スポ日向市ボランティア

募集要項に基づき、次のとおりとする。

競技名 会 期 会 場

ビーチバレーボール
令和８年６月２７日（土）

～２８日（日）
お倉ヶ浜海岸特設会場

ソフトボール
令和８年９月１２日（土）

～１４日（月）
お倉ヶ浜総合公園野球場

軟式野球
令和８年１０月３１日（土）

～１１月２日（月）
お倉ヶ浜総合公園野球場

バスケットボール
令和９年２月１９日（金）

～２１日（日）

日向市総合体育館

宮崎県立日向高等学校

区 分 主な活動内容

会場受付 競技会場での受付、資料配布

案 内 競技会場等での案内、情報提供

休 憩 所 休憩所におけるおもてなし

弁当配布 弁当の配布、空き箱の回収

会場整理 競技会場における会場準備、来場者の誘導、駐車場等整理の補助

環境美化 競技会場内外の美化、清掃活動

広報活動 イベント等における大会等のＰＲ活動

そ の 他 その他競技会運営に関する活動
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提出日 年 月 日

日本のひなた宮崎国スポ
日向市ボランティア登録申込用紙【個人】

（提出先）日本のひなた宮崎国スポ・障スポ

日向市実行委員会 会長 西村 賢 様

【個人情報について】
応募された方の個人情報は、日本のひなた宮崎国スポにおけるボランティア運営のために使用し、
本人の同意なく、その他の目的には使用しません。日向市個人情報保護条例をはじめ、関係法令の規
定に基づき、適正に管理・保護します。ボランティア登録作業等に当たり、業務委託先に個人情報を
提供する場合があります。また、ボランティア活動中の写真・動画など事前に了解を得ず SNS・メデ
ィア等に掲載する事があります。
※申込時点で１８歳未満の方は、別紙保護者同意書を添付してください。
※ご提出いただいた申込書はお返しできませんので、コピー等を保管してください。

氏 名

フリガナ

生年月日
（西暦）

年 月 日

（ 歳）

住 所
〒 ―

※建物名・部屋番号もご記入ください。

電話番号
（ ） ―

※日中に連絡がとれる電話番号をご記入ください。

緊急連絡先

フリガナ

電話番号
（携帯番号）

（ ） ―

※左記の方へ活動日に連絡が
とれる電話番号をご記入く
ださい。

氏 名

※ご本人以外で緊急時に確実に連絡がとれる方。
※必ずご記入ください。

E-mail ＠

希望する業務

１．（ ）、２．（ ）、３．（ ）
※下記より希望の業務を３つ選んで番号を記入してください。特に希望がない場
合は、⑥と記入してください。ただし、ご希望に沿えない場合があります。
①受付・案内 ②休憩所・弁当配布 ③会場整理 ④環境美化 ⑤広報活動
⑥特に希望なし

リハーサル大会
ボランティア活
動について

リハーサル大会(令和 8年 6月～令和 9年 2月)でのボランティア活動について、

該当すする方にチェックをお願いします。

□活動できる □活動できない

県実行委員会へ

の情報提供につ

いて

県実行委員会でも、総合開閉会式や総合案内所での大会運営ボランティアを募集
しています。県実行委員会の要請に応じて、あなたの個人情報を提供することに
同意されますか。詳しくは、県実行委員会にお問合せください。

□同意します □同意しません

登録番号

※実行委員会記入欄
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提出日 年 月 日

（提出先）日本のひなた宮崎国スポ・障スポ

日向市実行委員会 会長 西村 賢 様

ボランティア参加同意書

以下の者について日本のひなた宮崎国スポ日向市大会運営・広報ボランティアに申し込

み、その活動などへ参加することに同意します。

参加者氏名

生年月日

（西暦）
年 月 日（満 歳）

保護者氏名
※18 歳未満の方は、保護者の方ご本人が署名をお願いいたします。

続柄

緊急連絡先

【問い合わせ先】

日本のひなた宮崎国スポ・障スポ日向市実行委員会事務局

（日向市経済戦略部国スポ・障スポ推進課内）

〒883-0046 宮崎県日向市中町 3番 16 号

TEL：0982-52-5901 FAX0982-52-5907

e-mail:koku-shouspo2027@hyugacity.jp

別 紙
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提出日 年 月 日

日本のひなた宮崎国スポ
日向市ボランティア登録申込用紙【団体】

（提出先）日本のひなた宮崎国スポ・障スポ
日向市実行委員会 会長 西村 賢 様

●代表者の方

【個人情報について】
応募された方の個人情報は、日本のひなた宮崎国スポにおけるボランティア運営のために使用し、
本人の同意なく、その他の目的には使用しません。日向市個人情報保護条例をはじめ、関係法令の
規定に基づき、適正に管理・保護します。ボランティア登録作業等に当たり、業務委託先に個人情
報を提供する場合があります。また、ボランティア活動中の写真・動画など事前に了解を得ず
SNS・メディア等に掲載する事があります。
※団体申込の場合は、活動日・場所・内容について、原則として代表者へ連絡をさせていただきま
す。各登録者への連絡は代表者からお願いします。
※応募時、未成年(18 歳未満)の方が参加される場合は、別紙同意書が必要となります。

団体名

フリガナ

氏 名

フリガナ

生年月日
（西暦）

年 月 日

（ 歳）

住 所

〒 ―

※建物名・部屋番号もご記入ください。

代表者の方の
活動有無

参加メンバーとして活動

（ する ・ しない ）

電話番号 （ ） ―
※日中に連絡がとれる電話番号をご記入ください。

緊急連絡先

フリガナ

電話番号
（携帯番号）

（ ） ―

※左記の方へ活動日に連絡が
とれる電話番号をご記入く
ださい。

氏 名

※ご本人以外で緊急時に確実に連絡がとれる方。
※必ずご記入ください。

E-mail ＠

希望する業務

１．（ ）、２．（ ）、３．（ ）
※下記より希望の業務を３つ選んで番号を記入してください。特に希望がない
場合は、⑥と記入してください。ただし、ご希望に沿えない場合があります。
①受付・案内 ②休憩所・弁当配布 ③会場整理 ④環境美化 ⑤広報活動
⑥特に希望なし

リハーサル大会
ボランティア活
動について

リハーサル大会(令和８年6月～令和9年2月)でのボランティア活動について、
該当する方にチェックをお願いします。

□活動できる □活動できない

県実行委員会へ
の情報提供
について

県実行委員会でも、総合開閉会式や総合案内所での大会運営ボランティアを
募集しています。県実行委員会の要請に応じて、あなたの個人情報を提供する
ことに同意されますか。詳しくは、県実行委員会にお問合せください。

□同意します □同意しません

登録番号

※実行委員会記入欄
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提出日 年 月 日

●活動されるメンバー

※団体で 21人以上になる場合はコピーしてご使用ください。
※ご提出いただいた申込書はお返しできませんので、コピー等を保管してください。

NO 氏 名 フリガナ 生年月日（西暦）
ボランティア経験の

有無

① 有 ・ 無

② 有 ・ 無

③ 有 ・ 無

④ 有 ・ 無

⑤ 有 ・ 無

⑥ 有 ・ 無

⑦ 有 ・ 無

⑧ 有 ・ 無

⑨ 有 ・ 無

⑩ 有 ・ 無

⑪ 有 ・ 無

⑫ 有 ・ 無

⑬ 有 ・ 無

⑭ 有 ・ 無

⑮ 有 ・ 無

⑯ 有 ・ 無

⑰ 有 ・ 無

⑱ 有 ・ 無

⑲ 有 ・ 無

⑳ 有 ・ 無
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提出日 年 月 日

（提出先）日本のひなた宮崎国スポ・障スポ

日向市実行委員会 会長 西村 賢 様

ボランティア参加同意書

以下の者について、日本のひなた宮崎国スポ日向市大会運営・広報ボランティアに申し込

み、その活動などへ参加することに同意します。

参加者氏名

生年月日

（西暦）
年 月 日（満 歳）

保護者氏名
※18歳未満の方は、保護者の方ご本人が署名をお願いいたします。

続柄

緊急連絡先

【問い合わせ先】

日本のひなた宮崎国スポ・障スポ日向市実行委員会事務局

(日向市経済戦略部国スポ・障スポ推進課)

〒883-0046 宮崎県日向市中町 3番 16 号

TEL：0982-52-5901 FAX0982-52-5907

e-mail:koku-shouspo2027@hyugacity.jp

別 紙
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広報活動
環境美化会場整理

休憩所・
弁当配布

受付・
案内

活動日

報酬等

保険等

原則１日単位で複数日の参加も可能です。
活動日や場所は活動希望調査票を参考に決定します。

募集情報の
詳細はこちら

koku-shouspo2027@hyugacity.jp

☎️ 0982-52-5901

〒883-8555 日向市本町10番５号

ご 応 募 ・ お 問 い 合 わ せ

一 緒 に 大 会 を 盛 り 上 げ よ う ！

大募集!ボランティア

研修会・活動にかかる報酬は無償とし、ボランティア
用服飾及び弁当は必要に応じて支給します。

実行委員会の負担で「傷害保険」及び「損害賠償責任
保険」に加入します。

日本のひなた宮崎国スポ・障スポ日向市実行委員会

（日向市経済戦略部国スポ・障スポ推進課内）

　【会期】
　 令和９年９月２６日(日)～
　　　　　　　　１０月６日(水)

日向市
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活動内容

区分 活動内容

受付・案内 競技会場内での受付・案内、資料配布、情報提供

休憩・弁当配布所
休憩所におけるおもてなし、

弁当の配布、空き箱の回収

会場整理
競技会場における会場準備、来場者の誘導、駐車

場等整理の補助

環境美化 競技会場内外の美化、清掃活動

広報活動 イベント等における大会等のＰＲ活動

募集期間

応募要件

活動期間

令和８年２月２日(月)～募集人数に達するまで

　平成27年４月１日以前(令和９年度に中学生以上)に生まれた方
で、次の各号のいずれかに該当すること。
ただし、応募時点で18歳未満の方の申し込みについては、保護者
の同意を得るものとする。
 (１)本市に在住、通勤、通学している個人
 (２)本市に活動拠点を有する団体
 (３)上記以外に、実行委員会が必要と認めた個人及び団体
 ※応募時点で18歳未満の申込については、保護者の同意が必要で
す。

ボランティア登録後から大会終了(令和９年１０月６日)まで

※リハーサル大会を含む
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日本のひなた宮崎国スポ・障スポ

日向市歓迎装飾・おもてなし実施要項（案）

１ 趣旨

この要項は、「日本のひなた宮崎国スポ・障スポ日向市観光・おもてなし基本計画」

に基づき、「日本のひなた宮崎国スポ・障スポ」に参加する選手・監督、役員、視察員、

報道員その他関係者及び一般観覧者（以下「大会参加者等」という。）を歓迎し、高揚

感を感じられる装飾、大会参加者等に「また訪れたい」と思っていただけるおもてな

しの提供について、必要な事項を定める。

２ 実施内容

（１）歓迎装飾

① 装飾場所

競技会場、主要駅その他必要と認められる場所に設置する。

② 装飾内容

のぼり旗、看板、横断幕等を設置する。設置の際は景観等に配慮し、効果的な装

飾になるよう努める。

③ 装飾期間

施設管理者等と協議の上、装飾ごとに適切な期間を定める。

④ 装飾の撤去

日本のひなた宮崎国スポ・障スポ日向市実行委員会が必要と認めるものを除き、

大会終了後、速やかに行う。

（２）おもてなし

① 競技会場において、大会参加者等に本市の魅力を発信するコーナーを設置する。

② 接遇意識を高めるため、競技会係員やボランティア等に対し、必要な研修を行

う。

３ その他

（１）本市で開催する競技別リハーサル大会における歓迎装飾・おもてなしについては、

必要に応じてこの要項を準用する。

（２）この要項に定めるもののほか、歓迎装飾・おもてなしの実施について必要な事項

は、別に定める。
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日本のひなた宮崎国スポ・障スポ

日向市案内所・休憩所設置運営要項（案）

１ 趣旨

この要項は、「日本のひなた宮崎国スポ・障スポ日向市観光・おもてなし基本計画」

に基づき、日向市で開催される「日本のひなた宮崎国スポ」において、参加する選手、

監督、役員、視察員、報道員、その他関係者および一般観覧者（以下、「大会参加者

等」という。）に対し、競技、宿舎、交通、観光、物産等の案内を行う案内所および憩

いの場・交流の場を提供するための休憩所の設置ならびに運営に関して必要な事項を

定める。

２ 設置場所

案内所および休憩所は、原則として各競技会場に設置する。

３ 設置期間

案内所および休憩所の設置期間は、原則として各競技会の開始日から終了日までと

する。

４ 開設時間

案内所ならびに休憩所の開設時間は、原則として、開会行事または競技開始１時間

前から競技終了または閉会行事終了後３０分までとする。

５ 業務内容

（１）案内所

① 大会参加者等の受付案内および資料等の配布に関すること

② 競技の案内に関すること

③ 交通、宿泊および観光、物産等の案内に関すること

④ 案内資料等の配布に関すること

⑤ 迷子、遺失物、拾得物の取扱に関すること

⑥ その他各種案内に関すること

（２）休憩所

① 必要に応じて行う、大会参加者等への飲食物の提供に関すること

② その他、休憩所運営に関すること

６ その他
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（１）競技別リハーサル大会における案内所および休憩所の設置・運営については、必

要に応じて、この要項を準用する。

（２）この要項に定めるもののほか、案内所および休憩所の設置・運営について必要な

事項は、別に定める。
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日本のひなた宮崎国スポ・障スポ

日向市売店設置運営要項（案）

１ 趣旨

この要項は、「日本のひなた宮崎国スポ・障スポ日向市観光・おもてなし基本計画」

に基づき、「日本のひなた宮崎国スポ」において、日本のひなた宮崎国スポ・障スポ日

向市実行委員会（以下「実行委員会」という。）が実施する売店の設置および運営につ

いて、必要な事項を定める。

２ 設置場所

原則として各競技会場に設置する。ただし、実行委員会は、必要に応じて設置場所

を変更することができる。

３ 設置期間

各競技会の開催期間中とする。ただし、実行委員会は、必要に応じて設置期間を変

更することができる。

４ 開設時間

原則として競技開始１時間前から競技終了後３０分までとする。ただし、実行委員

会は、必要に応じて開設時間を変更することができる。

５ 出店数、位置及び規模

出店数及び出店位置は、実行委員会が決定し、出店規模は、１店舗あたり約２０㎡

（２×３間のテント相当）とする。ただし、実行委員会は、必要に応じてこれを変更

することができる。

６ 販売品目

売店の業種は、大会参加者の便宜を図るもの、日向市の特産品等を紹介するもの、

その他実行委員会が認めるものとし、売店における販売品目は、次に挙げる範囲のも

のとする。

（１）大会記念グッズ

（２）スポーツ用品

（３）郷土物産品および土産品

（４）飲食物（アルコール飲料を除く。）

（５）宅配便

（６）その他実行委員会が認めたもの
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７ 運営設備等

出店に伴う設備等のうち、次に掲げるものについては実行委員会が準備する。その

他必要な設備等（発電機、給排水設備等）については、出店者が準備するものとする。

なお、実行委員会の許可を受けて対象火気器具等又は燃料等危険物を使用する出店者

にあっては、ブース内に必ず消火器を設置しなければならない。

（１）テント（２間×３間）１張以内（横幕を含む。）

（２）長机６台以内

（３）椅子４脚以内

８ 出店者の条件

売店の出店者は、次の各号のすべての条件を満たす者とする。

（１）次の条件のいずれかに該当する者

① 申請時に日向市内で１年以上店舗を有して営業を継続している者

② 競技団体の推薦があり、実行委員会が必要と認めた者

③ 第７６回国民体育大会（以下「国体」という。）以降の国体・国民スポーツ大会

および競技別リハーサル大会に出店実績がある者

④ その他実行委員会が認めた者

（２）次の条件を全て満たす者

① 各競技会の開催期間中、本要項で定める事項を遵守し、継続して出店すること。

② 法令等により許可または登録を必要とする営業については、当該許可または登

録を受けていること。

③ 当該出店業務に関する法令等に違反して、申請時より過去１年間に営業停止等、

重大な処分を受けていないこと。

④ 飲食物販売の出店者については、申請時より過去３年間に食中毒発生等による

行政処分を受けていないこと。

⑤ 納税義務が履行されていること。

⑥ 「日向市暴力団排除条例」第２条第２項または同条第３項に規定する者（以下

「暴力団員等」という。）でないこと。また、販売員として暴力団員等を使用し、

または雇用していないこと。

９ 経費の負担

（１）売店の運営に要する経費（発電機、給排水設備等の準備費用等）は、出店者が負

担する。

（２）出店料は無料とする。

10 出店申請

出店希望者は、実行委員会が定める期日までに、以下の書類を実行委員会に提出す

るものとする。

（１）売店出店申請書（様式第１号）
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（２）売店出店概要書（様式第２号）

（３）売店従事者、搬入車両予定表および持込み備品調書（様式第３号）

（４）誓約書兼承諾書（様式第４号）

（５）市税の滞納のない証明書（写しでも可、該当者のみ）

（６）出店者および販売員の本人確認書類（運転免許証、パスポート等公的機関が発

行した顔写真付きで本人確認ができるものの写し）

（７）その他実行委員会が必要と認めるもの

11 出店者の選定

実行委員会は、前号に規定する申請があったときは、この要項に基づき、適当であ

ると認めた者を出店者として選定する。ただし、申請者が、次のいずれかに該当する

ときは、実行委員会は当該申請をした者を優先して出店者として選定し、これによる

ことができない場合は抽選により選定する。

（１）売店の取扱品目に係る業種別協議会、連合会、協同組合等の団体

（２）障害者就労施設等

（３）その他実行委員会が適当と認めた者

12 出店許可証の交付

実行委員会は、出店者として選定した者に対して、売店許可決定通知書（様式第５

号）及び売店出店許可証（様式第６号）を交付する。

13 保健所への手続き

臨時営業許可等を必要とする出店者については、売店許可決定通知書（様式第５号）

を受け取ったときは速やかに管轄保健所に必要な届出を行い、保健所の受付印が押さ

れた許可申請書の写しを実行委員会へ提出しなければならない。

14 管理運営

（１）売店における販売品および売店備品等の管理は、出店者の責任において行うもの

とし、火災、盗難、その他不可抗力による災害に対しても、実行委員会は一切責任

を追わない。

（２）出店者は、売店責任者を定め、売店設置期間中常駐させるものとする。

（３）売店責任者に変更があったときは、直ちに実行委員会に報告しなければならない。

（４）売店責任者は、実行委員会が競技会に置く係員（以下「係員」という。）の指示

に従い、当該売店の管理運営にあたらなくてはならない。

（５）飲食物を取り扱う売店責任者は、調理・保管、販売等が衛生的に行われるよう十

分配慮し、従事者の指導に努めなければならない。

15 禁止事項

出店者およびその従事者は、次に掲げる行為をしてはならない。
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（１）出店者の権利を第三者に譲渡もしくは転貸し、または管理運営を委託すること。

（２）指定された場所以外で立ち売りおよび呼び込み販売をすること。

（３）指定された場所以外で飲食物の調理・加工等をすること。

（４）許可された販売品目以外のものを販売すること。

（５）アルコール飲料の販売および試飲を含む無償提供をすること。ただし、試飲を含

む無償提供をせず、実行委員会が郷土物産品と認めたものはこの限りではない。

（６）危険物を販売および無償提供すること。

（７）拡声器や音響機器類を使用すること。

（８）実行委員会の許可を受けていない火気器具および燃料等危険物を使用すること。

（９）その他大会運営に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

16 遵守事項

出店者およびその従事者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

（１）実行委員会が交付する売店出店許可証を店頭の見やすい位置に掲示すること。

（２）売店およびその周辺の清掃は、出店者の責任のもとに行い、発生したごみは毎日

持ち帰り、環境美化に努めること。

（３）販売品には、関係法令等の定めるところにより、適切な表示を行い、販売価格を

明示すること。

（４）売店の装飾は、販売品等を表示する看板等を主体とし、宣伝広告用のものは掲示

しないこと。

（５）販売品等の搬入または搬出に使用する車両には、実行委員会が交付する駐車許可

証を指定された位置に掲示すること。なお、原則として搬入車両は１売店につき１

台とする。

（６）販売品等の搬入、陳列および搬出は、大会運営に支障をきたさないよう、実行委

員会が指示する時間内に完了させること。

（７）服飾は、清潔な衣服を着用し、実行委員会が交付するＡＤカードを着用すること。

（８）接客にあたっては、おもてなしの心を持ち、親切で丁寧な対応を心掛けること。

（９）飲食物を販売する売店は、食品衛生関係法令を遵守するとともに、保健所の指導

に従うこと。

（10）天候の悪化等の事情により、実行委員会がやむを得ず危険回避等のために撤去命

令等の指示を出したときは、その指示に従うこと。

（11）従事者の変更、追加、削除等があった場合には、直ちに実行委員会に報告するこ

と。

（12）関係法令等を遵守し、施設管理者、実行委員会の指示に従うこと。

17 事故発生時の対応

売店において、事件又は事故が発生したときは、売店責任者は、初期対応にあたる

とともに、実施本部に直ちに連絡し、その指示に従うものとする。また、不審者又は

不審物を発見したときは、売店責任者は直ちに実施本部に報告するとともに、その指
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示に従うものとする。

18 許可の取消し

実行委員会は、出店者が次のいずれかに該当したときは、直ちに売店出店許可を取

り消し、撤去命令を出すことができる。なお、この場合において、出店者は、実行委

員会に対して損害賠償を請求することはできない。

（１）関係法令及びこの要項に違反したとき。

（２）売店出店許可証の交付を受けた者が、虚偽の申請又は不当な手段により許可を受

けたことが判明したとき。

（３）保健所からの指示があったとき。

（４）その他実行委員会が売店の運営管理において不適当と認めたとき。

19 原状回復

出店者は、設置期間終了後、速やかに出店に要した物品等を搬出し、原状回復をし

た後、実施本部の確認を受けなければならない。この場合において、出店者が原状回

復を怠ったときは、実行委員会が当該出店者に代わって原状回復を行い、要した費用

を当該出店者に請求することができる。

20 損害賠償

出店者（従事者を含む。）は、競技会場内の施設又は第三者に対して損害を与えた

ときは、その損害賠償の責任を負うものとする。

21 補填及び補償

（１）出店者は、収益が得られなかった場合でも、その損害を実行委員会に請求するこ

とはできない。

（２）出店者は、天候不良（自然災害を含む。）等実行委員会が予測できない理由によ

り、出店が中止又は縮小になった場合でも、出店準備で生じた経費等を実行委員会

に請求することはできない。

22 その他

(１) 競技別リハーサル大会における売店については、この要項に準じて実施し、各競

技会の規模等に応じて運用する。

(２) この要項に定めるもののほか、売店の設置運営に関して必要な事項は別に定める。
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（様式第 1号）

年 月 日

（あて先）

日本のひなた宮崎国スポ・障スポ

日向市実行委員会 会長 様

申請者住所

商号又は名称

代表者役職名

及び氏名

電話番号

売 店 出 店 申 請 書

日本のひなた宮崎国スポにおいて、日本のひなた宮崎国スポ・障スポ日向市実行

委員会が運営する競技会場内に売店を出店したいので、日本のひなた宮崎国スポ・障

スポ日向市売店設置運営要項第 10 の規定に基づき申請します。

記

１ 出店希望会場 （競技名： ）

２ 出店期間 年 月 日（ ）～ 年 月 日（ ）

３ 出店希望形態 張（１テント２間×３間）・その他( )

４ 添付書類

・売店出店概要書（様式第２号）

・売店従事者及び搬入車両予定表（様式第３号）

・誓約書兼承諾書（様式第４号）

・営業に関する保健所の営業許可証又は届出済証の写し

・市税の滞納のない証明書（写しでも可、該当者のみ）

・売店責任者及び従事者の本人確認書類

（運転免許証、パスポートの写しなど、顔写真のある公的機関が発行したもの）

５ その他

本申請書（添付書類含む）は、出店を希望する会場ごとに提出してください。
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（様式第２号）

売 店 出 店 概 要 書

※会場ごとに記入してください。

※足りない場合は、別紙に追加してください。

ふ り が な

商 号 又 は 名 称

ふ り が な

代表者役職名及び氏名

代 表 者 生 年 月 日 年 月 日

所 在 地
〒

連 絡 先 【電話】 【FAX】

出 店 担 当 者 【氏名】 【電話】

業 種

主 要 取 扱 品 名

（該当品目を〇で囲んでくださ

い。）

大会記念グッズ ・スポーツ用品 ・郷土物産品および土産品 ・

飲食物 ・宅配便 ・ その他（ ）

国スポ等出店実績 有（ ）・無

営 業 開 始 年 月 日 年 月 日 従業員数 人

営業に関して取得した

許 可 等 の 種 類

種 類 番 号 取得年月日

年 月 日

過去１年間法令違反等

処 分 歴 の 有 無
有 ・ 無

過去３年間食中毒発生

事 故 歴 の 有 無
有 ・ 無

販売品目価格等一覧

NO 商品名 予定数量 販売価格 備考（承認番号等）

1

2

3

4

5

6

7

8
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（様式第３号）

売店従事者、搬入車両予定表及び持込み備品調書

※会場ごとに記入してください。

1 従事者名簿

※売店責任者及び従事者にはふりがなを記入してください。

２ 車両予定表

※車両の種類は、「２トントラック」、「軽トラック」などを記入してください。

※搬入・搬出のみに使用する場合は、「駐車場使用」の欄に〇をつけてください。

※駐車車両は原則１台ですが、会場によっては、駐車場を準備できない場合があります。

※ケータリングカーにて販売を行う場合は、車両サイズ等を記入してください。

３ 設営持込備品一覧表（実行委員会が設営する備品以外のもの）

※電源、火気の使用に伴う備品を使用する場合は記入してください。（発電機、プロパンガス等）

商号又は名称

出店希望会場 出店希望競技

従事日 売店責任者 従事者 従事者 従事者

月 日

ふりがな ふりがな ふりがな ふりがな

月 日

ふりがな ふりがな ふりがな ふりがな

月 日

ふりがな ふりがな ふりがな ふりがな

月 日

ふりがな ふりがな ふりがな ふりがな

月 日

ふりがな ふりがな ふりがな ふりがな

車両の種類 車両ナンバー 駐車場使用 備考

有 ・ 無

有 ・ 無

有 ・ 無

備品名 規格等 持込目的
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（様式第４号）

年 月 日

（あて先）

日本のひなた宮崎国スポ・障スポ

日向市実行委員会 会長 様

申請者住所

商号又は名称

代表者役職名

及び氏名

誓 約 書 兼 承 諾 書

日本のひなた宮崎国スポにおいて、日本のひなた宮崎国スポ・障スポ日向市実行

委員会が運営する競技会場内への売店出店申請にあたり、次の項目について相違な

い旨を誓約します。また、誓約内容の確認のため、日本のひなた宮崎国スポ・障ス

ポ日向市実行委員会が本承諾書を以て関係官庁に調査、照会することを承諾しま

す。

１ 本申請及び許可後の申請にあたり、日本のひなた宮崎国スポ・障スポ日向市売店

設置運営要項を遵守します。

２ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２

条第２号に掲げる暴力団及び同条第３号に掲げる暴力団員並びにそれらの利益と

なる活動を行う者ではありません。

３ 販売員等として、暴力団員等を使用し、又は雇用していません。

４ 出店品目の販売において、出店業務に関する法令等に違反して、過去１年間に営

業停止等、重大な処分を受けていません。また、飲食物を販売する場合、過去３

年間に食中毒発生等による行政処分を受けていません。

（連絡担当者）

担当者所属：

担当者氏名：

電 話 番 号：

F A X：

E － m a i l：
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（様式第５号）

日国障実 第 号

年 月 日

商号または名称

代表者役職名及び氏名 様

日本のひなた宮崎国スポ・障スポ

日向市実行委員会 会長

売 店 許 可 決 定 通 知 書

日本のひなた宮崎国スポにおいて、日本のひなた宮崎国スポ・障スポ日向市実行

委員会が運営する競技会場内の売店の出店について、下記の内容で決定となりまし

た。

また、日本のひなた宮崎国スポ・障スポ日向市売店設置運営要項第１３に基づ

き、臨時営業許可等を必要とする出店者については、令和 年 月 日

（ ）までに保健所の受付印が押された許可申請書の写しを提出してください。

記

１ 出 店 会 場 （競技名： ）

２ 出 店 形 態 テント（１張） ・ その他（ ）

３ 出店ブース数 張（テント販売のみ記入）

４ 出店許可期間 令和 年 月 日（ ）～ 月 日（ ）まで

【問い合わせ先】

日本のひなた宮崎国スポ・障スポ日向市実行委員会事務局

（日向市経済戦略部国スポ・障スポ推進課内）

〒883-0046 宮崎県日向市中町 3番 16 号

電話番号：0982-52-5901

E-mail：koku-shouspo2027@hyugacity.jp
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（様式第６号）

日国障実 第 号

年 月 日

商号または名称

代表者役職名及び氏名 様

日本のひなた宮崎国スポ・障スポ

日向市実行委員会 会長

売 店 出 店 許 可 証

年 月 日付で申請があった日本のひなた宮崎国スポ・障スポ日向市実

行委員会が運営する競技会場内の売店の出店について、下記のとおり許可します。

記

許 可 番 号

商 号 又 は 名 称

代表者役職名及び氏名

出 店 許 可 会 場 （競技名： ）

出 店 許 可 期 間 年 月 日（ ）～ 年 月 日（ ）

出 店 許 可 品 目

駐 車 許 可 台 数 台

遵 守 事 項

１ 本許可証を売店内に掲示すること。

２ 売店の設置運営に関しては日本のひなた宮崎国スポ・障スポ日

向市売店設置運営要項を遵守すること。
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日本のひなた宮崎国スポ・障スポ日向市実行委員会

第２回競技式典専門委員会における付託及び委任事項

令和８年１月８日に開催した競技式典専門委員会において、次の事項を審議決定し

ました。

１ 日向市情報通信基本計画（案）
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議案第２号




日本のひなた宮崎国スポ・障スポ

日向市情報通信基本計画（案）

１ 目的

「日本のひなた宮崎国スポ・障スポ」（以下「大会」という。）において、本市で実施す

る情報通信業務については、「日向市競技運営基本計画」に基づき、県及び競技団体と緊

密に連携し、関係機関等の協力を得て、情報通信体制の整備を図り、大会運営に万全を期

する。

２ 内容

（１）情報通信設備の整備

大会を円滑かつ効率的に運営し、参加する選手・監督、役員、視察員、報道員及びそ

の他関係者並びに一般観覧者(以下「大会参加者等」という。)の便宜を図るため、関係

機関等の協力を得て各種情報通信設備を整備する。

（２）情報通信体制の整備

① 競技会運営を円滑かつ効率的に実施するため、関係機関等の協力のもと情報通信

体制を整備する。

② 競技記録を迅速かつ正確に送受信し、記録業務を円滑かつ効率的に実施するため

の情報通信体制を整備する。

（３）大会参加者等への情報提供サービス

大会参加者等に対し交通、医療、観光等の多様な情報及び競技結果を迅速に提供す

るサービスを実施する。
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日本のひなた宮崎国スポ・障スポ日向市実行委員会

第２回宿泊衛生専門委員会における付託及び委任事項

令和８年１月９日に開催した宿泊衛生専門委員会において、次の事項を審議決定し

ました。

１ 日向市弁当調達業務実施要項（案）

２ 日向市医療救護実施要領（案）

３ リハーサル大会救護所設置計画（案）

４ 日向市防疫対策実施要領（案）

５ 日向市食品衛生対策実施要領（案）

６ 日向市環境衛生対策実施要領（案）
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日本のひなた宮崎国スポ・障スポ

日向市弁当調達業務実施要項（案）

１ 趣旨

この要項は、日向市で開催する「日本のひなた宮崎国スポ」（以下「大会」という。）

に参加する選手、監督、役員、視察員、報道員その他関係者（以下「大会参加者」とい

う。）に斡旋、又は支給する弁当の調達について必要な事項を定める。

２ 実施方法

大会参加者の弁当調達に係る業務は、関係機関、関係団体等の協力を得て、日本の

ひなた宮崎国スポ・障スポ日向市実行委員会（以下「実行委員会」という。）が実施す

るものとする。

３ 弁当調達計画

弁当調達においては、あらかじめ必要数を把握し、適切な計画を作成するものとす

る。

４ 弁当の種類

弁当の種類は、 次の各号に掲げるものとする。

(１) 斡旋弁当 選手、監督、視察員及び報道員に斡旋する弁当をいう。

(２) 支給弁当 競技役員、競技補助員等に支給する弁当をいう。

５ 調達期間

調達期間は、斡旋弁当については大会の開催期間、支給弁当については大会の準備、

運営等に係る業務に従事する期間のうち、市実行委員会が必要と認める期間とする。

６ 弁当の料金

弁当の料金は、日本のひなた宮崎国スポ・障スポ実行委員会（以下「県実行委員会」

という。）が定める弁当調達要項等に準じるものとする。

７ 弁当調製施設の指定

弁当調製施設の指定は、実行委員会が選考した施設の中から行うものとする。

８ 指定取り消し

指定取り消しは、前条の規定により指定を受けた弁当調製施設が次の各号のいずれ
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かに該当する場合に行うことができる。

(１) 食品衛生法その他関係法令に基づく許可の取り消し、営業の全部又は一部の禁止

若しくは期間を定めての停止処分を受けたとき。

(２) 食品衛生法その他関係法令に基づく改善命令及び指導に速やかに従わないとき。

(３) 弁当調製施設の業務を無断で第三者に委託したとき。

(４) その他市実行委員会が不適当と認めたとき。

９ 弁当引換所の設置及び運営

弁当引換所の設置及び運営は、 衛生上の安全確保に配慮し適正に行うものとする。

10 その他

(１) 本市で開催する競技別リハーサル大会における弁当調達についても、必要に応じ

てこの要項を準用する。

(２) この要項に定めるもののほか、弁当の調達について必要な事項は、別に定める。
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日本のひなた宮崎国スポ・障スポ

日向市弁当調製施設選考基準（案）

１ 趣旨

この基準は、日本のひなた宮崎国スポ・障スポ日向市弁当調達業務実施要項に基づ

き、「日本のひなた宮崎国スポ」（以下「大会」という。）において、日本のひなた宮崎

国スポ・障スポ日向市実行委員会（以下「実行委員会」という。）が提供する弁当の調

製施設の選考基準を定める。

２ 対象施設

（１）食品衛生法に基づく営業許可を受けていること。

（２）日向市内に本社または製造所を有する弁当調製施設であること。ただし、所在地

の要件については、市実行委員会で特別に認める場合は、この限りではない。

（３）納税義務が履行されていること。

（４）日向市暴力団排除条例第２条第２号ならびに暴力団員による不当な行為の防止等

に関する法律第２条第６号に規定する暴力団員及び暴力団員等でないこと。

３ 施設の衛生管理

（１）施設の選定時点で過去３年以内に、食中毒発生等により食品衛生法に基づく営業

停止処分を受けていないこと。

（２）「大量調理施設衛生管理マニュアル」（平成９年３月２４日付け衛食第８５号）な

どＨＡＣＣＰの概念に基づく衛生管理に取り組むとともに、施設の管理運営及び整

備が食品衛生法及び施設所在地の食品衛生関係条例等に基づき適正になされている

施設であること。

（３）検食は、原材料及び調理済食品ごとに５０ｇ程度を清潔な容器（ビニール袋等）

に密封して、－２０℃以下で２週間以上保存できること。

（４）調理従事者（食品の調理・盛付け等、食品に接触する可能性のある者であって、

臨時職員を含む。）の全員に対し、大会開催前の１ヶ月以内に検便検査（赤痢菌、サ

ルモネラ属菌、腸管出血性大腸菌を含むもの）の実施が可能であること。

（５）食品賠償保険等に加入していること、若しくは大会期間までに加入できること。

４ 施設の調製能力

（１）大会時の提供可能数が、曜日に関わりなく１日あたり１００食以上であること。

（２）単価に応じた調製が可能であること。

（３）メニューの日替わりが５日以上可能であること。
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（４）原材料に日向市特産品または宮崎県特産品を積極的に使用する等、日向市の特色

を活かした弁当の調製が可能であること。

（５）栄養面及び食品構成を考慮したバランスの良い献立の提供が可能であること。

（６）実行委員会が準備する容器・包装紙等での提供が可能であること。

５ 施設の対応能力

（１）実行委員会からの要望に応じて、弁当献立、試食弁当及び写真の提供が可能であ

ること。

（２）弁当容器に、最低限、以下の項目をラベルシール等で表示ができること。

① 弁当の名称

② 原材料名（アレルゲン、原料米の産地等の表示を含む）

③ 消費期限（時刻まで表示）

④ 添加物（アレルゲンを含む）

⑤ 保存方法

⑥ 製造所所在地・製造者名

⑦ その他食品表示関係法令により規定される表示

⑧ 提供後速やかに食べてもらう注意喚起表示

⑨ 持ち帰りを禁止する表示

⑩ その他実行委員会が指示する表示

（３）実行委員会が指定した時刻・場所に、適切な温度管理（１０℃以下）のできる方

法（保冷車の利用等）にて、運搬が可能であり、原則、同日または翌日に弁当容器

の回収が可能であること。ただし、実行委員会が必要と認めた場合は、この限りで

はない。

（４）弁当付属品のお茶、割り箸、つま楊枝、お手拭き、お品書き、持ち運び用ビニー

ル等の提供については、実行委員会の指示に沿った内容で提供ができること。

（５）原則として、当日の午前１１時までに納品が可能であること。

（６）荒天等により、開催が中止となった場合、弁当の調製及び納入については、実行

委員会の指示に基づく対応が可能であること。

６ その他

（１）競技別リハーサル大会における弁当調製施設選考についても、必要に応じてこの

基準を準用する。

（２）この基準に定めるもののほか、必要な場合には別途協議をして定める。
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日本のひなた宮崎国スポ・障スポ

日向市医療救護実施要領（案）

１ 趣旨

この要領は、「日向市医療救護要項」に基づき、「日本のひなた宮崎国スポ・障スポ」

（以下「大会」という。）における医療救護の実施について、必要な事項を定める。

２ 救護所の設置

（１）設置場所

① 競技会場の適切な場所に設置し、救護活動及び競技に支障のないようにする。

② 救護所内部は衛生管理に留意し、外部から見えないようにする。

③ 救護所の場所を明示するための看板等を設置する。

（２）救護所の設置期間及び開設時間

① 設置期間は、原則として各競技会の競技日とする。

② 開設時間は、原則として競技開始 30 分前から競技終了時までとする。ただし、

必要に応じて延長することができる。

３ 救護所における医療救護

（１）救護所では、傷病者に対する応急処置を行い、「処置記録兼診療依頼書」（様式

第１号）に所定の事項を記載する。

（２）傷病者を医療機関に移送する必要があると認めた場合、車両等での搬送又は救

急自動車等の出動を要請する。この場合、必ずチーム関係者等が同行することと

し、医療機関を受診する傷病者へ「処置記録兼診療依頼書」を交付する。医療機

関に移送しない場合は、最寄りの医療機関を紹介するなど適切な措置を講じる。

（３）救護所係員は、傷病者を医療機関に移送した場合、速やかに日本のひなた宮崎

国スポ・障スポ日向市実行委員会（以下「実行委員会」という。）へ報告する。

また、実行委員会は医療機関に移送した傷病者のその後の症状や経過を把握する

よう努める。

４ 練習会場における医療救護

（１）練習会場には、競技役員又は競技会係員を配置する。

（２）練習会場には、必要に応じて医薬品等を配備する。

（３）練習会場において、傷病者を医療機関に移送する必要があると認めた場合は、

救護所における取扱いに準じる。
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５ 宿舎における医療救護

（１）宿舎において参加者等に傷病者が発生した場合、宿舎提供者は必要に応じて医

療機関の紹介又は救急自動車の出動依頼を行うとともに、その旨を速やかに実行

委員会に報告する。また、実行委員会は、宿舎提供者に対し、傷病者が発生した

場合に迅速に対応できるよう、パンフレットや各種通知により、医療救護体制に

ついて周知を図る。

（２）宿舎提供者は、傷病者が医療機関に移送された場合、実行委員会に次の事項を

報告する。

① 宿舎名

② 所属都道府県、傷病者氏名

③ 競技名及び参加区分

④ 移送した医療機関

⑤ 事故又は傷病の発生時間、発生原因

⑥ 付添者の氏名及び連絡先

６ 実行委員会主催の大会関連イベント等における医療救護

実行委員会主催の大会関連イベント等については、必要に応じて医療救護を実施す

る。

７ 医療費の負担

競技会場及び練習会場での応急処置に係る費用は、実行委員会が負担する。

８ 事後処理

救護所に配置された医師、看護師、保健師、救急隊員等は、相互に連絡調整を図り、

「取扱傷病者一覧表」（様式第２号）に所定の事項を記載し、「処置記録兼診療依頼書」

を添付して、当日の業務終了後速やかに実行委員会に提出する。

９ その他

（１）本市で開催する競技別リハーサル大会における医療救護対策については、必要

に応じてこの要領を準用する。

（２）この要領に定めるもののほか、医療救護について必要な事項は別に定める。
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様式 第1号

処置記録兼診療依頼書

移送先医療機関 担当医 様

日本のひなた宮崎国スポにおいて発症した上記の者に対する診療をお願いいたします。

令和 年 月 日

日本のひなた宮崎国スポ・障スポ日向市実行委員会 会長 西村 賢

本書を医療機関へ送付すること並びに移送先医療機関から「日本のひなた宮崎国スポ・障スポ日向市

実行委員会」に返送することについては、個人情報の保護に万全を期すとともに国民スポーツ大会の統

計資料に利用すること以外には使用しないことを条件に承諾します。

同意欄（署名）

取扱救護所 発行番号 Ｎo.

発症場所 発症日時

令和 年 月 日

式典中・競技中・観戦中・移動中

その他（ ）

午前
時 分頃

午後

傷
病
者
情
報

氏 名

ふりがな

生年月日
Ｍ・Ｔ・Ｓ・Ｈ・Ｒ

年 月 日生 歳

参加区分
選手 ・ 監督 ・ 役員 ・ 観客

その他（ ）

競技／会場
競技名（ ）

会場名（ ）

住 所

連絡先

都道府県名（ ）

(ＴＥＬ － － )

(携帯 － － )

宿舎の名称

付添者

(携帯 － － )

保険証等
所持の有無

有 ・ 無

応

急

処

置

の

内

容

傷 病 内 容

胃腸障害、 感冒 、 貧血 、 頭痛 、 熱中症 、 疲労 、 眼症 、 耳症 、 打撲 、

捻挫 、骨折 、 脱臼 、 筋腱断裂 、 挫傷 、 切創 、 裂創 、 歯牙の外傷 、

その他 （ ）

受 傷 部 位

発症(事故)

原因

ﾊ ﾞ ｲ ﾀ ﾙ ｻ ｲ ﾝ 体温 ℃ 脈拍 ｂｐｍ 血圧 ／ ｍｍＨｇ

現 病 歴
服 薬

有( )

無既 往 歴

処 置 内 容

(処置時間：午前・午後 時 分)

使用医薬品

備 考

搬 送 有 ・ 無 救護所医師等氏名
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様式 第2号

取扱傷病者一覧表

競技名

令和 年 月 日（ ） 会場名

区 分 取扱傷病者数 医療機関移送者の数

選手 監督 役員 観客 その他 計 選手 監督 役員 観客 その他 計

胃腸障害

感冒

貧血

頭痛

熱中症

疲労

眼症

耳症

打撲

捻挫

骨折

脱臼

筋腱断裂

(挫･切･裂)傷

歯牙の外傷

その他

合計
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競技名 会場名 日付 救護所 医師
看護師
又は

保健師
備考

令和8年6月27日 1 1 競技1日目

令和8年6月28日 1 1 競技2日目

令和8年9月12日 － 2 競技１日目

令和8年9月13日 － 2 競技２日目

令和8年10月31日 － 2 競技１日目

令和8年11月1日 － 2 競技２日目

令和9年2月19日 1 1 競技１日目

令和9年2月20日 1 1 競技２日目

令和9年2月21日 1 1 競技３日目

令和9年2月19日 1 1 競技１日目

令和9年2月20日 1 1 競技２日目

5 7 15

リハーサル大会救護所設置計画（案）

合   計

バレーボール
（ビーチバレーボール）

お倉ヶ浜海岸特設会場 1

ソフトボール
お倉ヶ浜総合公園

野球場
1

軟式野球
お倉ヶ浜総合公園

野球場
1

バスケットボール

日向市総合体育館 1

宮崎県立
日向高等学校体育館

1
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日本のひなた宮崎国スポ・障スポ

日向市防疫対策実施要領（案）

１ 趣旨

この要領は、日本のひなた宮崎国スポ・障スポ日向市防疫対策要項に基づき、「日本

のひなた宮崎国スポ・障スポ」（以下「大会」という。）における防疫対策の実施につ

いて、必要な事項を定める。

２ 実施方法

日本のひなた宮崎国スポ・障スポ日向市実行委員会（以下「実行委員会」という。）

は、日本のひなた宮崎国スポ・障スポ実行委員会と相互に連携を図り、関係機関・団

体等の協力を得て、防疫対策を実施する。

３ 実施内容

（１）衛生に対する意識の向上

選手・監督、役員、視察員、報道員及び一般観覧者（以下「大会参加者等」とい

う。）に、手洗いや咳エチケット等の基本的な感染症対策を周知し、正しい知識の普

及及び意識の啓発を図る。

（２）感染症に関する情報の収集および提供

大会参加者等に感染症が発生した場合は、関係機関等が迅速に対応できるよう必

要な連絡体制を整備する。また、本市での流行状況を常に監視し、ホームページ等

を活用し、大会参加者等への情報提供および注意喚起を行う。

（３）防疫体制の整備

① 実行委員会は、大会期間中における大会参加者等に感染症患者が発生した場合

や、感染症のまん延を防止するため、別記により緊急連絡体制を整備する。

② 大会参加者等に感染症患者（疑似感染者、無症状病原体保有者を含む。）が発生

した場合は、医療機関に関する情報を迅速に提供するなど、患者が適切な治療を

受けられるよう努めるとともに、感染の拡大防止に向けて、法令等に基づき必要

な措置を講じる。

（４）感染症予防に関する衛生備品の配備

実行委員会は、大会期間中における感染症の発生予防及びまん延防止のため、競

技会場及び練習会場の入り口や手洗い設備等に、必要に応じて手指等消毒液等の衛

生備品を配備する。

４ その他

（１）本市で開催する競技別リハーサル大会における防疫対策についても、必要に応じ
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てこの要領を準用する。

（２）この要領に定めるもののほか、防疫対策の実施に関して必要な事項は、別に定め

る。
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別記１

感染症（疑いを含む）発生時の緊急連絡体制

◆患者が宿泊する宿泊施設又は患者が所属する団体の責任者は、感染症（疑いを含む）の発生を確認した

場合は、速やかに医療機関を受診させるとともに、実行委員会に報告する。なお、医療機関から保健所へ

発生届が提出される感染症については、保健所が行う調査に適切に対応すること。

◆実行委員会は、発生届の届出対象外の感染症であっても、感染症患者（疑いを含む）が相当数（10 人以

上など）発生するなど、まん延の恐れがあると判断した場合は日向保健所及び県へ報告する。

◆実行委員会は、上記報告のほか、県等を通して感染症に関する情報を得た場合は、直ちに管轄の保健所

に報告する。

宿泊施設

実行委員会
(会場・移動車内等）

所属団体

患者

医療機関

（医師）

報
告

調
査
・
指
示

報

告

調

査

日向保健所

他自治体感染症主管課

（兼感染症対策主管課を含む）

情報共有

届
出

連
絡

受診

宮崎県

大会運営に関する連絡調整・情報共有

報告

報告

会場地を管轄 施設の所在地を管轄 医療機関の所在地を管轄
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日本のひなた宮崎国スポ・障スポ

日向市食品衛生対策実施要領（案）

１ 趣旨

この要領は、日本のひなた宮崎国スポ・障スポ日向市食品衛生対策要項に基づき、

「日本のひなた宮崎国スポ・障スポ」（以下「大会」という。）における食品衛生対策

の実施について、必要な事項を定める。

２ 実施方法

日本のひなた宮崎国スポ・障スポ日向市実行委員会(以下「実行委員会」という。)

は、日本のひなた宮崎国スポ・障スポ実行委員会（以下「県実行委員会」という。）

と相互に連絡調整を図り、関係機関・団体等の協力を得て、食品衛生対策を実施する。

３ 実施内容

（１）対象となる食品提供施設

① 弁当調製施設

選手・監督、役員、視察員、報道員及びその他関係者（以下「大会参加者」とい

う。）が競技会場等で喫食する食事を調製する施設

② 宿泊施設の調理施設

大会参加者を宿泊させ、当該宿泊者が喫食する食事を調理する施設

③ 仕出し料理調製施設

大会参加者が宿泊施設等で喫食する仕出し料理（弁当）を調製する施設

④ 臨時の食品営業施設

競技会場内に臨時的に設置され、食品の調理、加工若しくは製造又は販売を行う

施設

⑤ 無料食品提供施設

競技会場内に臨時的に設置され、無償で飲食物を提供する施設

⑥ 弁当引換所

競技会場内に臨時的に設置される弁当の引換所食品衛生に対する意識の向上

（２）食品衛生に関する意識の向上

① 広報・啓発活動

実行委員会は、日向保健所等の関係機関・団体と連携し、市の広報やホームペ

ージ等の広報媒体を活用して、市民及び大会参加者等に食品衛生に関する知識の

普及啓発を図る。

② 食品衛生講習会
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実行委員会は、日向保健所が食品関係営業施設等を対象に実施する食品衛生講

習会等の活動に協力する。

（３）食品衛生管理の強化

実行委員会は、大会に参加する選手・監督、役員、視察員、報道員および大会関

係者並びに一般観覧者に対して、食品提供施設に関し日向保健所が実施する監視指

導に協力し、食品関係施設の衛生確保に努めるものとする。

（４）健康管理

実行委員会は、日向保健所等の関係機関・団体と連携し、食品関係施設事業者

に対し、食中毒の発生予防を重点とした従事者の健康管理の徹底及び病原体保有者

の発見に向けた検査の実施を励行するよう指導する。

（５）食中毒等発生時の対応

① 実行委員会及び食品関係施設の関係者は、食中毒の発生またはその疑いに関す

る情報を入手したときは、速やかに日向保健所に通報する。

② 実行委員会及び食品関係施設の関係者は、日向保健所が実施する食中毒調査に

協力し、健康被害の拡大防止及び原因究明に努める。

③ 実行委員会および日向保健所は、食中毒はもとより、飲食に起因する可能性の

ある健康被害の発生またはその疑いに関する情報があったときは、関係者におい

て事前に情報共有を図る。

④ 実行委員会は、県実行委員会及び日向保健所と連携し、大会期間中における食

中毒の発生など、緊急時に対応するため、別記のとおり緊急連絡体制を整備する。

４ その他

（１）本市で開催する競技別リハーサル大会における食品衛生対策についても、必要に

応じてこの要領を準用する。

（２）この要領に定めるもののほか、食品衛生対策の実施について必要な事項は、別に

定める。
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別記１

食中毒等健康被害（疑いを含む）発生時の緊急連絡体制

◆患者発生施設（宿泊施設・会場・移動車内等）又は患者所属団体は、直ちに実行委員会に報告するととも

に、食品衛生法等に基づき、日向保健所に報告する。

◆実行委員会は、上記報告のほか実施本部等を通して食中毒等健康被害に関する情報を得た場合、直ちに

日向保健所に報告する。

◆食中毒等の健康被害が疑われる患者には、速やかに医療機関を受診させるとともに、日向保健所に連絡

するよう、宿泊施設及び所属団体等に周知する。

実行委員会

宿泊施設

(会場・移動車内等）

所属団体

患者

医療機関

（医師）

報
告

調
査
・
指
示

報

告

調

査

日向保健所

他自治体感染症主管課

（兼感染症対策主管課を含む）

情報共有

届
出

連
絡

受診

宮崎県

大会運営に関する連絡調整・情報共有

報告

報告

会場地を管轄 施設の所在地を管轄 医療機関の所在地を管轄

情報共有

原因施設

調査・処分
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日本のひなた宮崎国スポ・障スポ

日向市環境衛生対策実施要領（案）

１ 趣旨

この要領は、日本のひなた宮崎国スポ・障スポ日向市環境衛生対策要項に基づき、

「日本のひなた宮崎国スポ・障スポ」（以下「大会」という。）における環境衛生対策

の実施に万全を期するため、必要な事項を定める。

２ 実施方法

日本のひなた宮崎国スポ・障スポ日向市実行委員会(以下「実行委員会」という。)

は、日本のひなた宮崎国スポ・障スポ実行委員会と相互に連絡調整を図り、関係機関・

団体等の協力を得て、環境衛生対策を実施する。

３ 実施内容

（１）競技会場等の環境美化

① 競技会場及び練習会場（以下「競技会場等」という。）内やおもてなしコーナー

にごみ箱の設置を必要に応じて行うとともに、定期的な清掃を実施する。

② 競技会場等の廃棄物は、それぞれの会場に即した処理体制により適正に処理す

る。また、ごみ分別区分に応じて分別収集を行い、リサイクルの推進に努める。

③ 競技会場等の清掃は、会場の規模に応じた作業班の編成等により効果的に実施

する。

④ 競技会場等のトイレ(仮設を含む)は、清掃、点検、し尿の汲み取り等を定期的

に行い、常に清潔を保持するよう衛生的に管理する。

（２）生活環境の美化

① 実行委員会は、競技会場等における道路、河川、公園等の清掃について、関係

機関・団体等の協力を得て実施する。

② 広報紙、ホームページ等の広報媒体を活用して、ごみの不法投棄及び放置禁止

を呼びかけるなど啓発を行う。

（３）廃棄物の適正な処理

① 広報紙、看板等により、競技会場等におけるごみの減量化・資源化・環境美化

等の意識向上に努める。

② 一般観覧者については、ごみの持ち帰りを推進し、ごみの減量化に務める。

③ 救護所等で排出されるごみのうち、感染する疑いのある廃棄物については、適

正に処理する。
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（４）宿舎の衛生対策

日向保健所等の関係機関・団体と連携し、宿泊衛生意識の向上及び環境衛生の保

持に努めるよう宿泊施設に対し指導を行う。

（５）飲料水の衛生対策

① 実行委員会は日向保健所等の関係機関と協力し、競技会場等及び宿舎へ飲料水

を供給する施設の適正管理について監視指導を行う。

② 実行委員会は日向保健所等の関係機関と協力し、競技会場等及び宿舎の水質の

安全確保を行うとともに、大会期間中の断水等の不測の事故に対処するための給

水体制の整備について、水道事業者に要請する。

（６）衛生害虫等の対策

実行委員会は、日向保健所等の関係機関と連携するとともに、民間団体、地域住

民の協力を得て、衛生害虫等の発生防止のための啓発、予防、駆除の指導を行い、

適正な環境づくりに努める。

（７）動物の衛生管理

実行委員会は、必要に応じて関係機関・団体等と連携し、人の生命等に害を加え

る恐れのある動物（特定動物）に関する届出が徹底されるよう努めるとともに、適

正な飼養管理に向けた啓発に努める。

（８）受動喫煙防止対策

競技会場等には、必要に応じて喫煙所を設置する。また、道路、駐車場およびそ

の他屋外の公共の場所等、喫煙所以外では喫煙しないように働きかける。

４ その他

（１）本市で開催する競技別リハーサル大会における環境衛生対策の実施についても、

必要に応じてこの要領を準用する。

（２）この要領に定めるもののほか、環境衛生対策の実施について必要な事項は、別に

定める。
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日本のひなた宮崎国スポ・障スポ日向市実行委員会

第２回輸送交通専門委員会における付託及び委任事項

令和８年１月９日に開催した輸送交通専門委員会において、次の事項を審議決定し

ました。

１ 日向市輸送交通業務実施要項（案）

２ 日向市リハーサル大会輸送計画（案）

３ 日向市消防防災・警備業務実施要項（案）

４ 日向市リハーサル大会消防防災・警備計画（案）
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日本のひなた宮崎国スポ・障スポ

日向市輸送交通業務実施要項（案）

１ 趣旨

この要項は、「日向市輸送交通基本計画」に基づき、「日本のひなた宮崎国スポ・障

スポ」（以下「大会」という。）における輸送交通業務の実施について万全を期するた

め、必要な事項を定める。

２ 実施方法

日本のひなた宮崎国スポ・障スポ日向市実行委員会（以下「実行委員会」という。）

は、宮崎県が設置する日本のひなた宮崎国スポ・障スポ実行委員会（以下「県実行委

員会」という。）と相互に連絡調整を図るとともに、関係機関、関係団体等の協力を得

て輸送交通業務を実施する。

３ 輸送交通業務の一般的事項

（１）輸送対象者

輸送の対象者は本市で開催する競技会に参加する次の者とする。

① 選手・監督

② 競技役員、競技補助員

③ 競技会役員、競技会係員、競技会補助員

④ 報道員、視察員

⑤ 一般観覧者

⑥ 上記の他、実行委員会が必要と認めた者

（２）輸送交通業務の実施期間

輸送交通業務の実施期間は原則として、公式練習日を含む各競技会の会期中とす

る。ただし、特別な事情があると認められる場合は、この限りでない。

（３）輸送交通業務の範囲

① 輸送交通業務の範囲は、競技会場、練習会場、指定集合地、宿舎、主要な駅

および指定駐車場、その他大会関連諸行事の会場（以下「競技会場等」という。）

の相互間とする。

② 輸送については、原則として既存の公共交通機関を利用することとし、公共

交通機関による輸送が困難な場合及び競技会の運営に著しく支障が生じる場

合は、計画輸送を行う。

③ 計画輸送は、原則として当該輸送交通業務の範囲が近距離（概ね２キロメー
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トル未満をいう。）の場合は行わない。

４ 輸送交通業務の内容

（１）輸送業務の内容

① 輸送計画の策定

関係機関等の協力を得て、輸送対象者、発着場所、発着時刻等を内容とする

輸送計画を策定する。

② 指定集合地の設定

輸送の効率化を図るため、必要に応じて、関係機関、関係団体等と協議の上、

指定集合地を設定する。

③ 輸送経路の設定

参加人数、時間帯等を考慮し、関係機関、関係団体等と協議の上、輸送経路

を設定する。

④ 輸送案内

必要に応じて主要な駅等に案内所を設置し、競技会場等への誘導案内を行う。

⑤ 広域配宿における輸送

広域配宿によって本市以外に所在する旅館等を宿舎として利用する選手・監

督、競技役員等の輸送を実施する。

⑥ 同一競技が２市町以上で行われる場合の輸送

同一競技が本市と本市以外の会場地で行われる場合、関係会場地市町実行委

員会と協議の上、必要に応じて輸送を実施する。

⑦ 一般観覧者の輸送

一般観覧者の安全、円滑かつ効率的な輸送を行うため、関係機関等の協力を

得て必要な措置を講じる。

⑧ バス・タクシー乗降所の設置及び係員の配置

輸送対象者の利便と安全を図るため、競技会場等内のバス・タクシーの発着

場所に乗降場を設置し、必要に応じて係員を配置する。

⑨ 全国輸送との連携

ア 指定下車駅等の設定

県実行委員会と協議の上、選手・監督、競技役員等の下車駅等を、宿泊地

の最寄りの駅等から１箇所以上設定する。

イ 指定下車駅等からの輸送

指定下車駅等と宿舎の相互間の輸送については、原則として公共交通機関

等を利用した自主移動とする。ただし、移動距離及び道路交通事情を勘案し、

必要に応じて輸送を実施する。
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（２）輸送力の確保

① 臨時バスの運行等

必要と認められる場合には、関係機関、関係団体等に対して、臨時バスの運

行、バス路線の変更及び停留所の臨時設置等を要請するとともに、必要な措置

を講じる。

② 車両の確保

計画輸送に使用する車両については、借上バス・タクシー等により行い、必

要台数を確保する。

③ 予備車の確保

輸送交通業務の実施期間中、予備車を準備して緊急時に備える。

（３）交通業務の内容

① 交通規制

競技会の円滑な運営に万全を期するため、所轄警察署等の協力を得て、必要

に応じて競技会場周辺等における交通規制措置を講じる。

② 案内・誘導

輸送対象者を安全で正確かつ迅速に目的地に誘導するために、必要に応じて、

主要道路、競技会場等及びその周辺、駐車場等に案内・誘導看板等を設置する。

③ 交通整理

輸送対象者の通行の安全及び競技会場等周辺の混雑防止のため、必要な個所

に係員を配置し、交通の整理誘導を実施する。

④ 路上駐車の防止

交通渋滞や交通事故発生の要因となる路上駐車を防止するため、所轄警察署

の協力を得て、必要に応じて競技会場周辺等の巡回を行う。

⑤ 指定駐車場の確保及び開設

輸送対象者が利用する車両台数を勘案し、指定駐車場の確保に努める。

⑥ 指定駐車場の管理及び運営

指定駐車場に係員を配置し、車両の適切な誘導を行い、事故防止に努める。

⑦ 駐車許可証の交付

利用者を限定する必要がある特定の指定駐車場の利用者に対して、事前に駐

車場許可証を交付し、許可車両であることを確認することにより、適切な車

両誘導及び駐車場の円滑な管理運営を図る。

⑧ 交通環境整備

輸送交通業務の実施期間中における環境負荷の軽減及び交通混雑の緩和の

ため、輸送対象者に対して公共交通機関の利用促進及び自家用車での来場自

粛を働きかける。

また、市民等に対しても、渋滞の原因となる路上駐車の防止及び自家用車利
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用の自粛等の啓発を行う。

⑨ 道路機能の保全

大会関係車両の通行が予想される道路の破損個所の補修など必要な保全対策

及び輸送交通業務の実施期間中に交通渋滞が予想される道路や競技会場等周

辺の道路工事の計画的な実施について、道路管理者へ協力を求める。

５ その他

（１）本市で開催する競技別リハーサル大会における輸送交通業務の実施については、

必要に応じてこの要項を準用する。

（２）この要項に定めるもののほか、輸送交通業務の実施について必要な事項は別に

定める。
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日本のひなた宮崎国スポ

日向市リハーサル大会輸送計画（案）

１ 目的

日本のひなた宮崎国スポ日向市競技別リハーサル大会（以下「リハーサル大会」と

いう。）の開催に際し、輸送業務を円滑に行うため、「日向市輸送交通業務実施要項」

に基づき、必要な事項を定める。

２ 輸送計画の基本的な考え方

（１）計画輸送実施競技の選定方針

① 選手・監督、役員、視察員、報道員及びその他関係者並びに一般観覧者（以

下「大会参加者等」という。）の輸送は原則行わず、既存の公共交通機関等を利

用した自主移動とするが、競技の特殊性や競技会場の立地等を考慮し、必要に

応じて計画輸送を行う。

② 日本のひなた宮崎国スポに向けた検証が必要な競技については計画輸送を行

う。

（２）実施内容

計画輸送を実施する場合は、バス・タクシーを利用して、集合地、宿舎、競技

会場、駐車場の間を輸送する。

３ 競技会ごとの輸送計画

計画輸送を行うリハーサル大会ごとに、輸送対象者の輸送方法等について輸送計画

を作成する。

４ 駐車場

（１）大会参加者等の駐車場を確保する必要がある場合、基本的には競技会場内とす

るが、競技会場内に駐車可能なスペースが十分に確保できない場合等においては、

必要に応じて競技会場外に指定駐車場を確保する。

（２）駐車場については、大会参加者等（一般観覧者を除く。）を優先し、空きがある

場合は、一般観覧者用の駐車場を設ける。

（３）駐車場への誘導を円滑に行うため、必要に応じて大会参加者等（一般観覧者を

除く。）に対して事前に駐車許可証を交付する。

（４）大会参加者等が指定外の駐車場等へ駐車することがないように周知徹底を図る。
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５ 来会方法等の把握

リハーサル大会の前に、必要に応じて大会参加者等（一般観覧者を除く。）に対し来

会意向調査等を行い、来会時の交通手段や宿舎等の把握に努める。

６ その他

この計画に記載のない事項については、必要に応じて関係機関と協議し決定する。
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日本のひなた宮崎国スポ・障スポ

日向市消防防災・警備業務実施要項（案）

１ 趣旨

この要項は、「日向市消防防災・警備基本計画」に基づき、「日本のひなた宮崎国ス

ポ・障スポ」（以下 「大会」という。）における消防防災・警備業務の実施について万

全を期するため、必要な事項を定める。

２ 実施期間

消防防災業務及び警備業務の実施期間は、大会準備期間中及び大会会期中とする。

３ 実施場所

消防防災業務及び警備業務の実施場所は、競技会場、練習会場、宿泊施設、沿道等

（以下「競技会場等」という。）とする。

４ 実施体制

（１）大会準備期間中

日本のひなた宮崎国スポ・障スポ日向市実行委員会（以下「実行委員会」という。）

は、消防・警察その他関係機関（以下「関係機関等」という。）との連携を図りなが

ら、平常時の業務体制で行う。

（２）大会会期中

実施本部内に消防防災・警備業務担当を配置し、必要に応じて、競技会場等の消

防防災および警備業務を実施する。

５ 消防防災業務

（１）基本事項

① 消防法等関係法令を遵守し、特に競技会場等の消防防災に取り組む。

② 日向市地域防災計画及び各施設の消防計画に定められた事項を基本とする。

（２）実施内容

① 大会準備期間中

ア 競技会場等における消防防災体制の確立に関すること。

イ 競技会場等における消防防災設備、水利等の点検整備に関すること。

ウ 消防防災に必要な教育訓練の実施に関すること。

エ 防火防災意識の向上と啓発活動の推進に関すること。
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オ 競技会場等での避難訓練に関すること。

カ 競技会場等の実地踏査に関すること。

キ 関係機関等との通信連絡体制の確立に関すること。

ク その他必要な消防防災業務に関すること。

② 大会会期中

ア 競技会場等における火災等の予防、警戒及び鎮圧に関すること。

イ 競技会場等における救急救助に関すること。

ウ 競技会場等における避難経路の確保及び火災その他の災害発生時における

避難誘導に関すること。

エ その他必要な消防防災業務に関すること。

６ 警備業務

（１）基本事項

競技会場等の雑踏事故及びその他事件・事故の防止に取り組む。

（２）実施内容

① 大会準備期間中

ア 競技会場等における自主警備体制の確立に関すること。

イ 競技会場等の実地踏査に関すること。

ウ 関係機関等との通信連絡体制の確立に関すること。

エ 施設及び構造物の安全対策の推進に関すること。

オ 警備員の人員確保、事前教育及び訓練に関すること。

カ 関係機関等との連絡協力体制の確立に関すること。

キ その他必要な警備業務に関すること。

② 大会会期中

ア 競技会場等における雑踏事故及びその他事件・事故の防止に関すること

イ 通信手段の確保及び運用に関すること。

ウ 競技会場等における交通誘導警備に関すること。

エ 大会参加者等の競技会場等での誘導及び混雑防止の措置に関すること。

オ 競技会場等における避難通路の確保に関すること。

カ 入退場者管理に関すること。

キ 迷子及び遺失物への対応に関すること。

ク 不審者及び不審物の発見と適切な対応に関すること。

ケ 競技会場等への不法侵入予防、施錠確認等の管理に関すること。

コ 犯罪行為等、円滑な運営を妨害しようとする者への対応に関すること。

サ その他必要な警備業務に関すること。
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７ 大規模災害及び突発重大事案に係る対策

大規模災害及び突発重大事案に係る対策については、関係機関等と連携を図りなが

ら対応する。

８ その他

（１）本市で開催する競技別リハーサル大会における消防防災・警備については、必

要に応じてこの要項を準用する。

（２）この要項に定めるもののほか、消防防災・警備業務の実施について必要な事項

は別に定める。
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日本のひなた宮崎国スポ

日向市リハーサル大会消防防災・警備計画（案）

１ 目的

日本のひなた宮崎国スポ日向市競技別リハーサル大会（以下「リハーサル大会」と

いう。）の開催に際し、消防防災・警備業務を円滑に行うため、「日向市消防防災・警

備業務実施要項」に基づき、必要な事項を定める。

２ 消防防災業務

（１）実施体制

リハーサル大会における消防防災業務は、日本のひなた宮崎国スポ・障スポ日

向市実行委員会（以下「実行委員会」という。）及び実施本部が主体となり実施す

るものとし、必要に応じて日向市消防本部へ協力を依頼する。

（２）実施期間

リハーサル大会の準備期間中及び大会開催中

（３）実施場所

リハーサル大会の競技会場、練習会場及び駐車場（以下「競技会場等」という。）

（４）消防防災実施業務

① 消防防災業務における関係機関との連絡調整

② 火災の警戒及び初期消火活動

③ 火災その他災害情報の収集、伝達及び通報

④ 競技会場の収容可能人数と収容人員の把握

⑤ 火災その他災害発生時における避難経路の確保及び避難誘導

⑥ 火災その他災害により負傷者が発生した場合の負傷者の救出・救助

⑦ 日向市消防本部からの指摘及び助言事項に対する改善措置

（５）日向市消防本部との連携

次のことについて、日向市消防本部に依頼する。

① 競技会場等における実地踏査及び消防防災設備等の点検

② 消防防災に必要な教育訓練の実施

③ 競技会場等の巡回警備及び巡回警備終了後の「消防巡回警備報告書」（様式第

１号）の提出

３ 警備業務

（１）実施体制

① 実施場所

原則として、競技会場等及び沿道とする。

② 実施期間

原則として、会場設営が完了した日から競技終了日までとする。ただし、仮設

物等の夜間警備が必要な競技については、競技終了の翌日までとする。

③ 実施時間

競技ごとに、別途定める。

（２）警備実施業務

① 交通誘導警備
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ア 競技会場駐車場における指定車両の識別（駐車許可証の確認）及び誘導

イ 競技会場周辺及び駐車場における車両・歩行者の整理並びに誘導

ウ 違法駐停車の防止及び排除

② 夜間警備

ア 仮設物、備品、会場装飾物等の火災及び盗難・損壊等の防止

イ 不審者及び不審物への警戒

ウ 事故発生時における関係機関への通報

③ 会場警備

ア 競技会場内における不審者及び不審物に対する警戒

イ 競技会場内における不審者及び不審物に対する認知又は発見時における関

係機関への通報と適切な初動措置

ウ 写真等撮影禁止区域内での撮影者への対応（撮影規制区域等における撮影

許可を受けていない者への対応を含む。）

エ 競技会場における選手・監督、役員、視察員、報道員及びその他の関係者

並びに一般観覧者（以下「大会参加者等」という。）の入退場管理

④ その他

ア 事故発生時、緊急時における実施本部への連絡

イ 大会参加者等の生命、身体及び財産を守るために必要な警備

ウ 警察・消防活動への協力

４ 大規模災害及び突発重大事案対応

大規模災害及び突発重大事案発生時には事案の概要、被害状況を把握するとともに

交通情報を収集する。また、関係機関と緊密な連携を取り、大会参加者等の安全確保

と避難誘導に努める。

５ その他

この計画に記載のない事項については、必要に応じて関係機関と協議し決定する。
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様式第１号

日本のひなた宮崎国スポ日向市競技別リハーサル大会 消防巡回警備報告書

※ 不備事項があれば×を記入する。

※ 不備事項で必要と思われるものについては、指摘事項欄に追記すること。

※ 指摘事項に挙げられた内容について、早急に改善し、改善状況欄に追記し消防本部へ報告すること。

巡回場所

巡回日時

令和 年 月 日（ ）

１ 時 分 ～ 時 分

２ 時 分 ～ 時 分

３ 時 分 ～ 時 分

巡回者

（所属・氏名）
所属 代表者氏名 他 名

チェック項目

【火気の管理】

□会場内・駐車場内での火気の管理状況（特に喫煙場所）

□喫煙場所以外の場所で喫煙されていないか

□喫煙場所の灰皿に水が入っているか

□屋台等が出ている場合、燃料携行缶等の管理が徹底されているか

□消防水利・消防用施設の前に障害物が置かれていないか（駐車されていないか）

□その他指摘事項

【避難対策】

□収容人員を超えていないか（本部で確認する）

□避難経路の掲示がされているか

□避難路に物等が置かれ障害となっていないか

□誘導灯はきちんと点灯しているか

□その他指摘事項

【その他】

□緊急車両の侵入経路が確保されているか

□通報及び事故発生時の通路系統が整えられているか（本部で確認）

□誘導員（警備員含む）が配置されているか

□その他指摘事項

指摘事項（上記のとおり巡回した結果、次について細部指摘する）

指摘事項に対する改善状況
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日本のひなた宮崎国スポ・障スポ 日向市実行委員会会則

第１章 総則

（名称）

第１条 本会は、日本のひなた宮崎国スポ・障スポ日向市実行委員会（以下「実行委員

会」という。）と称する。

（目的）

第２条 実行委員会は、第 81 回国民スポーツ大会・第 26 回全国障害者スポーツ大会に

おいて、日向市で開催される競技会（以下「競技会」という。）の円滑な運営に関し、

必要な事務及び事業を行うことを目的とする。

（所掌事項）

第３条 実行委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項を行う。

(１)競技会の開催に必要な方針及び計画の決定に関すること。

(２)競技会の開催に係る準備に関すること。

(３)競技会の開催に必要な施設及び設備の整備に関すること。

(４)競技会の開催及び準備のための経費に関すること。

(５)関係競技団体、関係団体及び関係機関との連絡調整に関すること。

(６)その他、実行委員会の目的達成に必要な事項に関すること。

第２章 組織

（組織）

第４条 実行委員会は、会長及び委員をもって組織する。

２ 委員は、次に掲げる者のうちから会長が委嘱する。

(１)日向市を代表する者

(２)日向市議会を代表する者

(３)関係競技団体、関係団体及び関係機関を代表する者

(４)その他会長が特に必要と認める者

（役員）

第５条 実行委員会に次に掲げる役員を置く。

(１)会長

(２)副会長

(３)常任委員

(４)監事

（役員の選任）

第６条 会長は、日向市長をもって充てる。

２ 副会長、常任委員及び監事は、総会の承認を得て、委員のうちから会長が委

101

6687
テキストボックス

資料　１




嘱する。

（役員の職務）

第７条 会長は、実行委員会を代表し、会務を総理する。

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるとき、又は欠けたときはあらかじめ会

長が指名した順序により、その職務を代理する。

３ 常任委員は、常任委員会を構成し、第 12 条第７項に掲げる事項を審議する。

４ 監事は、実行委員会の財務を監査する。

（任期等）

第８条 委員及び役員（以下「委員等」という。）の任期は、委嘱されたときから実行

委員会の目的が達成され、解散したときまでとする。ただし、委員等が就任時におけ

るそれぞれの所属団体又は機関の役職を離れた場合は、その委員等は辞職したものと

みなし、その後任者が前任者の残任期間を務めるものとする。

２ 会長は、委員等に特別な事情が生じたときは、その職を解き、必要に応じて補充す

ることができる。

３ 会長は、前２項の規定により委員等に変更があったときは、次の総会において報告

する。

４ 委員等は、無報酬とする。

（顧問及び参与）

第９条 実行委員会に、顧問及び参与を置くことができる。

２ 顧問及び参与は、会長が委嘱する。

３ 顧問は、会長が重要と認める事項について、会長の諮問に応じ、助言を行う。

４ 参与は、会長が必要と認める事項について、会長の諮問に応じ、助言を行う。

５ 前条の規定は、顧問及び参与の任期等について準用する。

第３章 会議

（会議の種類）

第 10 条 実行委員会に、次に掲げる会議を置く。

(１)総会

(２)常任委員会

(３)専門委員会

（総会）

第 11 条 総会は、会長及び委員等をもって構成する。

２ 総会は、必要に応じて会長が招集する。

３ 総会の議長は、会長又は会長が指名した者がこれにあたる。

４ 総会は、次に掲げる事項について審議し、議決する。

(１)競技会の開催に係る基本方針等に関すること。

(２)会則の制定及び改廃に関すること。
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(３)事業計画及び事業報告に関すること。

(４)予算及び決算に関すること。

(５)常任委員会に委任する事項に関すること。

(６)その他重要な事項に関すること。

５ 総会は、委員等の過半数の出席がなければ開催し、議決することができない。ただ

し、総会に出席できない委員等は、あらかじめ通知された事項について、代理人に権

限を委任し、又は書面で議決に加わることができる。

６ 総会の議事は、出席委員等（代理人に権限を委任し、又は書面で議決に加わった者

を含む。）の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

７ 会長は、必要に応じて顧問又は参与に総会への出席を求めることができる。

８ 会長は、必要があると認めるときは、委員へ事前に送付した議案に対し書面をもっ

て表決を求め、その結果を総会の議決に代えることができる。

（常任委員会）

第 12 条 常任委員会は、会長、副会長及び常任委員をもって構成する。

２ 委員長は、会長をもって充てる。

３ 副委員長は、副会長をもって充てる。

４ 常任委員会は、必要に応じて委員長が招集する。

５ 常任委員会の議長は、委員長又は委員長が指名した者がこれにあたる。

６ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときはあらか

じめ委員長が指名した者がその職務を代理する。

７ 常任委員会は、次に掲げる事項について審議し、決定する。

(１)総会から委任された事項に関すること。

(２)専門委員会の設置並びに専門委員会への付託及び委任事項に関すること。

(３)総会を招集するいとまのない緊急な事項に関すること。

(４)その他委員長が必要と認める事項に関すること。

８ 前条第５項、第６項及び第８項の規定は、常任委員会について準用する。

９ 常任委員会は、第７項の規定により審議し、決定した事項及び次条第２項の規定に

より専門委員から報告があった事項を必要に応じて次の総会に報告するものとする。

（専門委員会）

第 13 条 専門委員会は、会長が委嘱した専門委員をもって構成する。

２ 専門委員会は、常任委員会から付託又は委任された事項について調査、審議し、そ

の結果を常任委員会に報告するものとする。

３ 前２項の規定に定めるもののほか、専門委員会に関して必要な事項は、常任委員会

に諮った上で、会長が別に定める。

４ 第８条の規定は、専門委員の任期等について準用する。

第４章 会長の専決処分
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（会長の専決処分）

第 14 条 会長は、総会及び常任委員会（以下「総会等」という。）を招集するいとまが

ないとき、又は総会等の権限に属する事項で簡易なものについては、これを専決処分

することができる。

２ 会長は、前項の規定により専決処分したときは、これを次の総会等において報告し、

その承認を得なければならない。

第５章 事務局

（事務局）

第 15 条 実行委員会の事務を処理するため、事務局を置く。

２ 事務局に関し、必要な事項は、会長が別に定める。

第６章 会計

（経費）

第 16 条 実行委員会の経費は、負担金及びその他の収入をもって充てる。

（予算及び決算）

第 17 条 実行委員会の収支予算は、総会の議決により定め、収支決算は、監事の監査

を経て、総会の承認を得なければならない。

（会計年度）

第 18 条 実行委員会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月 31 日までとす

る。

２ 実行委員会の会計に関して必要な事項は、会長が別に定める。

第７章 解散

（解散）

第 19 条 実行委員会は、第２条に規定する目的が達成されたときは、総会の議決を経

て解散するものとする。

２ 実行委員会が解散するときに有する残余財産は、日向市に帰属するものとする。

第８章 補則

（委任）

第 20 条 この会則に定めるもののほか、実行委員会の運営に関し、必要な事項

は会長が別に定める。

附 則

この会則は、令和５年 11 月 14 日から施行する。

附 則
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（施行期日）

１ この会則は、令和６年８月６日から施行する。

（経過措置）

２ この会則の施行の際、現に第 81 回国民スポーツ大会・第 26 回全国障害者スポーツ

大会日向市準備委員会の委員、役員、顧問、参与又は専門委員である者は、それぞれ

日本のひなた宮崎国スポ・障スポ日向市実行委員会の委員、役員、顧問、参与又は専

門委員に委嘱されたものとみなす。

３ この会則の施行の際、現に制定されている第 81回国民スポーツ大会・第 26回全国

障害者スポーツ大会日向市準備委員会の方針、計画および関係規程等中、「第 81 回国

民スポーツ大会・第 26 回全国障害者スポーツ大会」とあるものは、「日本のひなた宮

崎国スポ・障スポ」と読み替え、さらに、「準備委員会」とあるものは、「実行委員会」

と読み替えるものとする。
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日本のひなた宮崎国スポ・障スポ

日向市実行委員会の組織体制

総 会【 最高議決機関 】

競技会の開催・運営に関する基本方針等、事業計画・事業報告、

予算・決算、その他重要な事項等の審議・議決

委任 報告

常任委員会【 決定機関 】

総会からの委任事項、緊急な事項、専門委員会の設置・付託、その

他必要事項の審議・決定

付託・委任 報告

専門委員会【 調査機関 】

常任委員会からの付託事項の調査・審議、委任事項の審議・決定

○総務企画（総務企画、財務、広報、市民運動、観光等）

○競技式典（競技、式典、施設整備等）

○宿泊衛生（宿泊、医療救護、食品衛生、環境衛生等）

○輸送交通（輸送交通、消防防災・警備等）

〔国民スポーツ大会開催基準要項 第 25項〕
開催県及び会場地市町村は、大会運営のためにそれぞれ実行委員会を設置す

る。ただし、公開競技に係る実行委員会については、当該中央競技団体が開催関
係機関・団体と協議のうえ、必要に応じて設置する。

事務局(国スポ•障スポ大会準備室内)

日向市実行委員会
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日本のひなた宮崎国スポ・障スポ 日向市実行委員会常任委員会委員名簿

（順不同・敬称略）

【委員長】

【副委員長】

【常任委員】

選 出 区 分 所 属 団 体 等 役 職 名 氏 名

市関係 日向市 市長   西村 賢

選 出 区 分 所 属 団 体 等 役 職 名 氏 名

スポーツ・レクリエーション日向市スポーツ協会 会長 田中 隆幸

産業・経済 日向商工会議所 会頭 安藤 公一

宿泊・観光・衛生 一般社団法人 日向市観光協会 会長 黒木 繁人

市議会 日向市議会 議長 日髙 和広

市関係
日向市 副市長 黒木 升男

日向市教育委員会 教育長 三樹 和幸

選 出 区 分 所 属 団 体 等 役 職 名 氏 名

市議会 日向市議会 副議長 小林 隆洋

県競技団体

宮崎県バレーボール協会 会長 相星 正人

宮崎県ソフトボール協会 会長 押川 尚生

宮崎県軟式野球連盟 会長 井料田 豊

一般社団法人 宮崎県バスケットボール協会 代表理事会長 神戸 博明

特定非営利活動法人 宮崎県サーフィン連盟 理事長 森園 茂生

スポーツ・レクリエーション

日向市スポーツ推進委員協議会 会長 寺田 新一郎

日向地区小学校体育連盟 会長 馬場 康年

日向地区中学校体育連盟 会長 山之口 雅彦

宮崎県高等学校体育連盟県北支部 支部長 鬼束 美和

教育・学校関係

日向市小学校校長会 会長 山元 雅彦

日向市中学校校長会 会長 山之口 雅彦

宮崎県県立学校長協会 日向地区理事 西國原 総代

社会団体 日向市区長公民館長連合会 会長 黒木 末人

宿泊・観光・衛生
宮崎県ホテル旅館生活衛生同業組合日向支部 支部長 谷口 勝

宮崎県飲食業生活衛生同業組合日向支部 支部長 田崎 澄

通信・運輸
一般社団法人 宮崎県バス協会 県北支部 支部長 黒木 重人

一般社団法人 宮崎県タクシー協会 日向支部 支部長 飯沼 智宏

医療・福祉

一般社団法人 日向市東臼杵郡医師会 会長 今給黎 承

社会福祉法人 日向市社会福祉協議会 会長 瀧井 修

特定非営利活動法人日向市障害者団体連絡協議会 理事長 佐藤 正由
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日本のひなた宮崎国スポ・障スポ

日向市開催推進総合計画

「日本のひなた宮崎国スポ・障スポ」（以下「宮崎国スポ・障スポ」という。）を成功

に導くため、日向市開催基本方針に沿った開催推進総合計画を定めるものとする。

１ 基本方針

（１）総務企画

県、競技団体、関係機関及び関係団体と緊密に連携し、宮崎国スポ・障スポを一過

性のスポーツイベントとせず、その開催を通じて市民が日向市に愛着と誇りを持てる

大会とするため、総合的な計画の立案と施策の推進を図る。

（２）財務

県、競技団体、関係機関及び関係団体との相互協力のもと、創意工夫を凝らした魅

力あふれる大会を目指し、適切で効率的な財務の運営を図る。

（３）広報

宮崎国スポ・障スポ開催に対する市民の関心や参加意欲を高めるため、多様な媒体

を計画的かつ効果的に活用した広報活動を展開するとともに、充実したスポーツ環境、

豊かな自然、歴史文化、食など本市の多彩な魅力を全国に向けて発信する。

（４）市民運動

市民一人ひとりが宮崎国スポ・障スポ開催の意義を理解し、世代や組織、障がいの

有無にかかわらず、それぞれの立場で大会に関わることで、新たなつながりが生まれ、

誰もが尊重され、共に支え合って生きる社会づくりにつなげるとともに、今後の日向

市の発展につなげる。

（５）観光・おもてなし

選手・監督をはじめ、本市を訪れるすべての方々を温かくお迎えするとともに、風

光明媚な観光地や豊かな食文化など本市の多彩な魅力に触れ、「リラックスタウン日

向」の雰囲気を感じてもらうことで、「また訪れたい」と思っていただけるよう心の

こもったおもてなしを提供する。

（６）競技

県、競技団体、関係機関及び関係団体と緊密に連携し、競技会の円滑な運営を図る

とともに、競技運営に必要な用具等については、可能な限り現有のものを活用するな

ど効率的に整備する。
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（７）式典

県、競技団体、関係機関及び関係団体と十分に協議をし、創意工夫を凝らした温か

みのある式典とする。

（８）施設

国民スポーツ大会開催基準要項に規定されている施設基準を尊重し、競技運営に支

障がないよう競技団体と十分に協議するとともに、市民利用にも配慮した整備に努め

る。

（９）宿泊

選手・監督をはじめ、大会関係者等の宿泊については、宿泊施設等と緊密に連携し、

安全で快適な宿舎の確保を図り、受け入れ体制に万全を期する。

（10）医事・衛生

選手・監督をはじめ、大会に関わる全ての方々が清潔かつ快適な環境のもとで十分

な活躍と観覧ができるよう、県、競技団体、関係機関及び関係団体の協力を得ながら、

食品衛生及び環境衛生に配慮するとともに、防疫体制及び医療救護体制の確立を図る。

（11）輸送・交通

本市の交通事情を勘案し、交通事業者及びその他関係機関等と緊密に連携すること

で、安全かつ効率的で確実な輸送手段の確保に努めるとともに、公共交通機関の利用

を促進するなど、交通混雑の緩和と環境に配慮した輸送・交通体制の確立を図る。

（12）消防防災・警備

競技会場その他大会関係施設における災害の防止、治安の確保及び非常時における

緊急対応に万全を期するため、消防・警察その他関係機関等と緊密に連携し、消防防

災・警備体制の確立を図る。

２ 年次計画

日本のひなた宮崎国スポ・障スポ日向市開催推進総合年次計画（年度別業務一覧）

については、別表のとおりとする。

また、年次計画は進行管理を行うとともに、適宜見直しを行う。
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令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

2022 2023 2024 2025

開催５年前 開催４年前 開催３年前 開催２年前

栃木県 鹿児島県 佐賀県 滋賀県

(1)
総務企画

・
(2)

財務

(3)
広報

(4)
市民運動

(5)
観光・おも

てなし

(6)
競技

(7)
式典

(8)
施設

(9)
宿泊

(10)
医事・衛生

(11)
輸送・交通

(12)
消防防災・

警備

日本のひなた宮崎国スポ・障スポ　日向市開催推進総合年次計画【年度別業務一覧】

年度 令和８年度 令和９年度

西暦 2026 2027

逆年 開催１年前 開催年

国体(国スポ開催県) 青森県 宮崎県

組織

総
務
企
画
専
門
委
員
会

競
技
式
典
専
門
委
員
会

宿
泊
衛
生
委
員
会

輸
送
交
通
専
門
委
員
会

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
市
準
備
委
員
会

(

実
行
委
員
会

)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第
 
 
回
国
民
ス
ポ
ー
ツ
大
会
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
リ
ハ
ー
サ
ル
大
会

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第
 
 
回
全
国
障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
大
会
　
 
 
 
 
 
 
 
 
 
リ
ハ
ー
サ
ル
大
会

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
　
 
 
第
 
 
回
国
民
ス
ポ
ー
ツ
大
会
・
　
　
　
　
 
　
　
　
 
第
 
 
回
全
国
障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
大
会

準備委員会設立

国ｽﾎﾟ・障ｽﾎﾟ大会準備室設置

実行委員会へ改組

常任委員会開催

実行委員会総会
(解散)

県との連絡調整

開催推進総合計画策定

企業協賛取扱要項策定

ﾘﾊ大会経費検討 ﾘﾊ大会予算編成

大会経費調査検討 大会経費予算編成

識別用品整備要項策定 ﾘﾊ大会識別用品整備 大会識別用品整備

遺失物･拾得物取扱要項策定

保険加入要項策定

競技運営基本計画策定 競技別実施要項策定 競技別ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ作成

競技役員等編成案作成 競技役員等の編成･委嘱競技役員等編成決定

競技別ﾘﾊ大会開催実施要項策定 競技別ﾘﾊ大会ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ作成

ﾃﾞﾓｽﾎﾟ実施要項策定

情報通信基本計画策定 情報通信業務実施要領策定 臨時通信施設架設設置

施設整備基本計画策定 施設整備の推進・点検

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ(SNS含む)
開設・運営

広報基本計画策定･広報活動

大会報告書編成方針策定 大会報告書作成
大会報告書配付

宿泊基本計画策定 宿泊本部設置大会宿泊実施要項策定(県)

第一次仮配宿 第二次仮配宿 第三次仮配宿

大会弁当調達要項策定

医療救護要項策定 救護所設置計画策定

防疫対策実施要領策定
救護本部
救護所設置

食品衛生対策実施要領策定

環境衛生対策実施要領策定

観光・おもてなし基本計画策定

売店設置運営要項策定

歓迎装飾・おもてなし実施要項策定 歓迎装飾・ｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ作成

等ﾘﾊ大会売店設置

ﾘﾊ大会案内所・休憩所等設置

大会売店設置

大会案内所・休憩所等設置

ﾘﾊ大会輸送計画策定

式典基本計画策定 式典実施要項策定

消防防災･警備業務実施要項策定

ﾘﾊ大会消防警備計画策定

消防防災・警備計画策定

ﾘﾊ大会消防警備本部設置

消防警備本部設置

ﾘﾊ大会実施本部設置

大会開催内定

大会開催･会期決定

ﾘﾊ大会保険加入 大会保険加入

ﾃﾞﾓｽﾎﾟ開催

練習会場(案)作成 練習会場協力依頼 練習会場借用依頼

宿泊基礎調査

大会配宿実施

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ募集要項策定

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ募集等の検討

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾏﾆｭｱﾙ策定

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ募集･研修

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ募集･研修･配置

総会開催

競技運営実施計画策定

ﾘﾊ大会遺失物･拾得物取扱実施 大会遺失物･拾得物取扱実施

全体会期調査

競技用具整備の推進競技用具整備計画策定競技用具整備計画調査

ﾘﾊ大会開催意向調査

競技役員等編成調査

練習会場調査

自衛隊協力意向調査

事業概要説明会
開催

（後催県対象）

日ｽﾎﾟ協・文科省総合視察

大会実施本部設置

ﾘﾊ大会計画輸送実施

競技別日程調査 競技別日程決定

環境衛生対策要項策定

競技会係員・補助員編成計画策
定

競技会係員・補助員の
編成決定・養成

競技会係員・補助員
の編成･委嘱

総務企画専門委員会開催
競技式典専門委員会開催
宿泊衛生専門委員会開催
輸送交通専門委員会開催

市民運動基本計画策定 市民運動の推進

ﾘﾊ大会ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ業務計画策定

ﾘﾊ大会ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ配置

大会ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ業務計画策定

設立発起人会開催

仮宿泊・充足対策意識調査

81

81

案内所･休憩所等設置運営要項策
定

26

庁内実施本部設置

炬火ｲﾍﾞﾝﾄ実施計画･要項策定 炬火イベント実施

競技会係員・補助員編成調査

ﾘﾊ大会開催基本計画策定

輸送交通業務実施要項策定

輸送計画策定

輸送本部設置

リハ大会救護所設置計画策定

医療救護実施要領策定

ﾘﾊ大会救護所設置

消防防災・警備基本計画策定

防疫対策要項策定

食品衛生対策要項策定

総合計画・基本計画 要項 県・競技団体との調整事項 その他要領・実施計画

医事衛生基本計画策定

輸送交通基本計画策定 駐車場調査・確保

車両誘導計画策定

26
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令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

2022 2023 2024 2025

開催５年前 開催４年前 開催３年前 開催２年前

栃木県 鹿児島県 佐賀県 滋賀県

(1)
総務企画

・
(2)

財務

(3)
広報

(4)
市民運動

(5)
観光・おも

てなし

(6)
競技

(7)
式典

(8)
施設

(9)
宿泊

(10)
医事・衛生

(11)
輸送・交通

(12)
消防防災・

警備

日本のひなた宮崎国スポ・障スポ　日向市開催推進総合年次計画【年度別業務一覧】

年度 令和８年度 令和９年度

西暦 2026 2027

逆年 開催１年前 開催年

国体(国スポ開催県) 青森県 宮崎県

組織

総
務
企
画
専
門
委
員
会

競
技
式
典
専
門
委
員
会

宿
泊
衛
生
委
員
会

輸
送
交
通
専
門
委
員
会

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
市
準
備
委
員
会

(

実
行
委
員
会

)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第
 
 
回
国
民
ス
ポ
ー
ツ
大
会
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
リ
ハ
ー
サ
ル
大
会

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第
 
 
回
全
国
障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
大
会
　
 
 
 
 
 
 
 
 
 
リ
ハ
ー
サ
ル
大
会

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
　
 
 
第
 
 
回
国
民
ス
ポ
ー
ツ
大
会
・
　
　
　
　
 
　
　
　
 
第
 
 
回
全
国
障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
大
会

準備委員会設立

国ｽﾎﾟ・障ｽﾎﾟ大会準備室設置

実行委員会へ改組

常任委員会開催

実行委員会総会
(解散)

県との連絡調整

開催推進総合計画策定

企業協賛取扱要項策定

ﾘﾊ大会経費検討 ﾘﾊ大会予算編成

大会経費調査検討 大会経費予算編成

識別用品整備要項策定 ﾘﾊ大会識別用品整備 大会識別用品整備

遺失物･拾得物取扱要項策定

保険加入要項策定

競技運営基本計画策定 競技別実施要項策定 競技別ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ作成

競技役員等編成案作成 競技役員等の編成･委嘱競技役員等編成決定

競技別ﾘﾊ大会開催実施要項策定 競技別ﾘﾊ大会ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ作成

ﾃﾞﾓｽﾎﾟ実施要項策定

情報通信基本計画策定 情報通信業務実施要領策定 臨時通信施設架設設置

施設整備基本計画策定 施設整備の推進・点検

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ(SNS含む)
開設・運営

広報基本計画策定･広報活動

大会報告書編成方針策定 大会報告書作成
大会報告書配付

宿泊基本計画策定 宿泊本部設置大会宿泊実施要項策定(県)

第一次仮配宿 第二次仮配宿 第三次仮配宿

大会弁当調達要項策定

医療救護要項策定 救護所設置計画策定

防疫対策実施要領策定
救護本部
救護所設置

食品衛生対策実施要領策定

環境衛生対策実施要領策定

観光・おもてなし基本計画策定

売店設置運営要項策定

歓迎装飾・おもてなし実施要項策定 歓迎装飾・ｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ作成
等

ﾘﾊ大会売店設置

ﾘﾊ大会案内所・休憩所等設置

大会売店設置

大会案内所・休憩所等設置

ﾘﾊ大会輸送計画策定

式典基本計画策定 式典実施要項策定

消防防災･警備業務実施要項策定

ﾘﾊ大会消防警備計画策定

消防防災・警備計画策定

ﾘﾊ大会消防警備本部設置

消防警備本部設置

ﾘﾊ大会実施本部設置

大会開催内定

大会開催･会期決定

ﾘﾊ大会保険加入 大会保険加入

ﾃﾞﾓｽﾎﾟ開催

練習会場(案)作成 練習会場協力依頼 練習会場借用依頼

宿泊基礎調査

大会配宿実施

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ募集要項策定

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ募集等の検討

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾏﾆｭｱﾙ策定

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ募集･研修

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ募集･研修･配置

総会開催

競技運営実施計画策定

ﾘﾊ大会遺失物･拾得物取扱実施 大会遺失物･拾得物取扱実施

全体会期調査

競技用具整備の推進競技用具整備計画策定競技用具整備計画調査

ﾘﾊ大会開催意向調査

競技役員等編成調査

練習会場調査

自衛隊協力意向調査

事業概要説明会
開催

（後催県対象）

日ｽﾎﾟ協・文科省総合視察

大会実施本部設置

ﾘﾊ大会計画輸送実施

競技別日程調査 競技別日程決定

環境衛生対策要項策定

競技会係員・補助員編成計画策

定

競技会係員・補助員の
編成決定・養成

競技会係員・補助員
の編成･委嘱

総務企画専門委員会開催
競技式典専門委員会開催
宿泊衛生専門委員会開催
輸送交通専門委員会開催

市民運動基本計画策定 市民運動の推進

ﾘﾊ大会ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ業務計画策定

ﾘﾊ大会ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ配置

大会ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ業務計画策定

設立発起人会開催

仮宿泊・充足対策意識調査

81

81

案内所･休憩所等設置運営要項策
定

26

庁内実施本部設置

炬火ｲﾍﾞﾝﾄ実施計画･要項策定 炬火イベント実施

競技会係員・補助員編成調査

ﾘﾊ大会開催基本計画策定

輸送交通業務実施要項策定

輸送計画策定

輸送本部設置

リハ大会救護所設置計画策定

医療救護実施要領策定

ﾘﾊ大会救護所設置

消防防災・警備基本計画策定

防疫対策要項策定

食品衛生対策要項策定

総合計画・基本計画 要項 県・競技団体との調整事項 その他要領・実施計画

医事衛生基本計画策定

輸送交通基本計画策定 駐車場調査・確保

車両誘導計画策定

26
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日本のひなた宮崎国スポ・障スポ

日向市実行委員会専門委員会規程

（趣旨）

第１条 この規程は、日本のひなた宮崎国スポ・障スポ 日向市実行委員会会則（令和

５年 11 月 14 日施行）第 13 条第３項の規定に基づき、日本のひなた宮崎国スポ・障

スポ 日向市実行委員会専門委員会（以下「専門委員会」という。）の組織及び運営

に関し、必要な事項を定めるものとする。

（専門委員会の名称等）

第２条 専門委員会の名称並びに日本のひなた宮崎国スポ・障スポ 日向市実行委員会

常任委員会からの付託及び委任事項は、別表のとおりとする。

（役員）

第３条 専門委員会に次の役員を置く。

（１） 委員長 １名

（２） 副委員長 若干名

（役員の選任）

第４条 委員長及び副委員長は、専門委員（以下「委員」という。）のうちから日本の

ひなた宮崎国スポ・障スポ 日向市実行委員会会長（以下「会長」という。）が委嘱す

る。

（役員の職務）

第５条 委員長は、専門委員会を代表し、会務を総理する。

２ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、あら

かじめ委員長が指名した副委員長が、その職務を代理する。

（会議）

第６条 専門委員会は、必要に応じて委員長が招集する。

２ 専門委員会の議長は、委員長又は委員長が指名した者がこれにあたる。

３ 専門委員会は、委員の過半数の出席がなければ開会し、議決することはできない。

ただし、専門委員会に出席できない委員は、あらかじめ通知された事項について、

代理人に権限を委任し、又は書面で議決に加わることができる。

４ 専門委員会の議事は、出席した委員（代理人に権限を委任し、又は書面で議決に

加わった者を含む。）の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するとこ

ろによる。
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５ 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見又

は説明を聴くことができる。

（専門部会）

第７条 専門委員会は、運営上必要があるときは、専門委員会に専門部会を設置し、

専門的事項について調査研究等を行わせ、その結果を報告させることができる。

２ 専門部会の委員は、会長が委嘱した者（以下、「部会委員」という。）をもって構成

する。

３ 第３条から第６条までの規定は、専門部会について準用する。この場合において、

これらの条文中「専門委員会」 とあるのは「専門部会」と、「委員長」とあるのは

「部会長」と、「副委員長」 とあるのは「副部会長」と、「専門委員」とあるのは「部

会委員」と読み替えるものとする。

（委任）

第８条 この規程に定めるもののほか、専門委員会及び専門部会の運営に関し、必要

な事項は、それぞれ委員長及び部会長が定める。

附 則

この規程は、令和５年 11 月 14 日から施行する。

附 則

この規程は、令和６年８月６日から施行する。
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別表（第２条関係）

名 称 付 託 事 項 委 任 事 項

総務企画

専門委員会

１ 総務企画に関すること

２ 財務に関すること

３ 広報に関すること

４ 市民運動に関すること

５ 観光・おもてなしに関すること

６ 他の専門委員会に属さない事項に関す

ること

左記付託する事項の

うち、事業の実施に関

すること

競技式典

専門委員会

１ 競技運営に関すること

２ 式典に関すること

３ 競技会場に関すること

４ その他競技運営に関すること

左記付託する事項の

うち、事業の実施に関

すること

宿泊衛生

専門委員会

１ 宿泊に関すること

２ 医事及び衛生に関すること

３ 環境衛生及び食品衛生に関すること

４ その他宿泊衛生に関すること

左記付託する事項の

うち、事業の実施に関

すること

輸送交通

専門委員会

１ 輸送及び交通に関すること

２ 消防防災及び警備に関すること

３ その他輸送交通に関すること

左記付託する事項の

うち、事業の実施に関

すること
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日本のひなた宮崎国スポ・障スポ日向市実行委員会

専門委員会委員名簿

１ 総務企画専門委員会

（敬称略・順不同）

役職 所属機関・団体 役職 氏名

委員長 日向商工会議所 事務局長 野口 洋

副委員長 日向市スポーツ協会 事務局長 黒木 智美

副委員長 日向市教育委員会 学校教育課 課長 若杉 健司

東郷町商工会 事務局長 岩田 政詞

一般社団法人日向青年会議所 理事長 杉本 圭史

一般社団法人日向市観光協会 事務局長 髙木 慎平

社会福祉法人日向市社会福祉協議会 事務局長 大野 靖文

特定非営利活動法人日向市障害者団体連絡協議会 副理事長 甲斐 ひろみ

日向市小学校校長会 保健体育担当 山元 雅彦

日向市中学校校長会 体育連盟会長 山之口 雅彦

宮崎県県立学校長協会 日向地区理事 西國原 総代

日向市男女共同参画社会づくり推進ルーム協議会 副会長 尾池 厚子

日向市区長公民館長連合会 副会長 伊東 松実

日向市高齢者クラブ連合会 会長 弓削 哲郎

日向市総合政策部 秘書広報課 課長 東 久美

日向市福祉部 福祉課 課長 平岡 稔

日向市経済戦略部 商工港湾課 課長 中田 幸徳

日向市経済戦略部ふるさとプロモーション課 課長 佐藤 喜一郎
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２ 競技式典専門委員会

（敬称略・順不同）

役職 所属機関・団体 役職 氏名

委員長 日向市スポーツ協会 理事長 馬場 隆太郎

副委員長 宮崎県ソフトボール協会 副理事長 後藤 拓郎

副委員長 日向市経済戦略部 スポーツ振興課 課長 濵地 貴志

日向市スポーツ推進委員協議会 副会長 水野 キヨミ

日向地区小学校体育連盟 理事長 下田 航

日向地区中学校体育連盟 理事長 山本 陽介

宮崎県高等学校体育連盟県北支部 支部長 鬼束 美和

宮崎県バレーボール協会 理事長 山﨑 義信

宮崎県軟式野球連盟 強化育成部長 森田 廣行

一般社団法人宮崎県バスケットボール協会 常任理事 丸岡 英文

特定非営利活動法人宮崎県サーフィン連盟 理事長 森園 茂生

日向地区バレーボール協会 ビーチバレー連盟長 西脇 大輔

日向市ソフトボール協会 事務局長 松永 琢己

日向市軟式野球連盟 副会長 児玉 勝

日向地区バスケットボール協会 事務局 甲斐 豊喜

日向市サーフィン連盟 理事長 甲斐 俊作

日向市教育委員会 教育総務課 課長 鍋島 浩一

日向市建設部 市街地整備課 課長 黒木 松博
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３ 宿泊衛生専門委員会
（敬称略・順不同）

４ 輸送交通専門委員会
（敬称略・順不同）

役職 所属機関・団体 役職 氏名

委員長 一般社団法人日向市観光協会 専務理事 山本 達雄

副委員長 宮崎県日向保健所 衛生環境課長 宗安 正俊

副委員長 日向市健康長寿部 健康増進課 課長 治田 健吾

一般社団法人日向市東臼杵郡医師会 事務局長 大石 真一

日向市・東臼杵郡歯科医師会 常務理事 小林 桂一郎

一般社団法人日向市・東臼杵郡薬剤師会 副会長 日髙 篤子

公益社団法人宮崎県看護協会 日向・東臼杵地区理事 富山 由美

宮崎県ホテル旅館生活衛生同業組合日向支部 支部長代理 長友 宏哲

公益社団法人宮崎県栄養士会 理事 新名 巳枝

日向地区食品衛生協会 会長 黒木 廣伸

日向市食生活改善推進協議会 会長 御手洗 希世子

日向市市民環境部 環境政策課 課長 渡部 憲二

日向市経済戦略部ふるさとプロモーション課 課長 佐藤 喜一郎

役職 所属機関・団体 役職 氏名

委員長 宮崎県日向土木事務所 用地課長 永友 倫彦

副委員長 一般社団法人宮崎県バス協会 県北支部 金井 二三代

副委員長 日向市消防本部 警防課 課長 是澤 喜文

宮崎海上保安部 日向海上保安署 次長 蓑毛 梓

日向警察署 交通課長 西尾 拓也

九州旅客鉄道株式会社 延岡駅長 菊池 建次

一般社団法人宮崎県タクシー協会 日向支部 理事 柳田 将

日向地区交通安全協会 会長 長谷川 実利

日向市総務部 防災推進課 課長 片江 豊春

日向市建設部 建設課 課長 松葉 進一
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